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ベルギーにおける二〇一三年動産担保法改正

一　

改
正
の
理
由

１
．
ベ
ル
ギ
ー
の
担
保
物
権
法
は
、
信
用
の
必
要
性
や
実
務
の
需
要

に
対
応
し
て
い
な
い
と
の
評
価
が
、
長
ら
く
万
人
の
一
致
し
た
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
評
価
は
、
主
と
し
て
動
産
担
保
物
権
（sûretés 

réelles m
obilières

）
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
大
半
は
、
民

事
質
権
（gage civil

）
お
よ
び
先
取
特
権
（privilèges

）
に
関
し

て
民
法
典
、
商
事
質
権
（gage com

ercial

）
に
関
し
て
商
法
典
、

さ
ら
に
営
業
財
産
質
権
（gage sur fonds de com

m
erce

）
に

関
す
る
一
九
一
九
年
一
〇
月
二
五
日
法
律
お
よ
び
商
品
ワ
ラ
ン
ト

（w
arrant des m

archandises

）
に
関
す
る
一
八
六
二
年
一
一
月

一
八
日
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
務
は
、
担

保
物
権
（sûretés réelles

）
と
し
て
は
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

新
た
な
「
法
定
外
（extra-légales

）」
担
保
を
考
案
し
、
そ
れ
ら

は
、
判
例
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
契
約
当
事
者
の
意
思
の
自
律
の
原

則
を
基
礎
に
、
そ
の
有
効
性
が
承
認
さ
れ
て
き
た
。

２
．
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
法
務
大
臣
は
、
い
く

つ
か
の
改
正
提
案
を
行
う
た
め
に
、
二
〇
一
一
年
に
専
門
家
グ
ル
ー

プ
（groupe dʼexperts

）
を
組
織
し
た）（
（

。
同
グ
ル
ー
プ
は
、
二
〇

一
一
年
一
〇
月
一
四
日
に
報
告
書
を
公
表
し
た
。
専
門
家
グ
ル
ー
プ

の
目
的
は
、
担
保
物
権
法
の
中
で
抽
出
さ
れ
た
問
題
を
起
点
と
し
て
、

新
た
に
信
用
供
与
を
促
進
し
、
も
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
経
済
を
活
性
化
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
二
〇
一
三
年
動
産
担
保
法
改
正

エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ァ
ン
＝
デ
ン
＝
オ
ー
ト＊

片　

山　

直　

也
／
訳

資 料
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専
門
家
グ
ル
ー
プ
の
提
案
の
要
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

　

①　

特
に
、
質
権
を
抜
本
的
に
改
革
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

担
保
法
を
実
効
的
で
（effi

cace

）
で
柔
軟
（flexible

）
か
つ

予
測
可
能
な
（prévisible

）
も
の
と
す
る
こ
と
。

　

②　

債
権
者
、
債
務
者
お
よ
び
第
三
者
の
対
立
す
る
利
益
の

均
衡
（équilibre
）
を
見
出
す
こ
と
。

　

③　

担
保
法
に
お
け
る
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（une 

approche fonctionnelle
）
を
優
先
す
る
こ
と
。
類
似
の
担

保
に
は
、
そ
の
構
成
上
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
法

的
効
果
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

④　

担
保
取
引
に
関
す
る
共
通
参
照
枠
草
案
（D

raft 
Com

m
on Fram

e of Reference

）
や
国
連
国
際
商
事
法
委

員
会
（Com

m
ission des N

ations U
nies pour le droit 

com
 m

ercial international

）
の
立
法
指
針
（Guide 

législatif

）
と
の
比
較
法
作
業
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
法
の
調
和
（harm

onisation du 
droit

）
に
寄
与
す
る
こ
と
。

　

⑤　

多
数
の
法
定
先
取
特
権
（privilèges légaux

）
を
廃

止
し
て
、
担
保
法
の
可
視
化
（prévisibilité

）
を
促
進
す
る

こ
と
。

　

立
法
者
は
専
門
家
グ
ル
ー
プ
と
同
じ
よ
う
に
は
野
心
的
で
は
な
く
、

提
案
の
全
体
を
採
用
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
提
案

は
、
立
法
者
の
作
業
の
基
礎
を
構
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

る
）
2
（

。

　

改
正
は
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
四
日
法
律
お
よ
び
二
〇
一
三
年
七

月
一
一
日
法
律
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
二
〇
一
七

年
に
施
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
最
初
の
施
行
日
付
は
二
〇
一
四
年

で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
七
年
ま
で
延
期
さ
れ
た
）。

二　

改
正
前
ベ
ル
ギ
ー
担
保
法
の
大
原
則

３
．
動
産
に
関
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
担
保
法
は
、
主
と
し
て
以
下
の
担

保
を
認
め
て
い
た
。

　

①　

質
権
（gage

）

　

質
（gage

）
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
債
務
者
（
ま
た
は
第
三
者
）

が
債
務
の
弁
済
を
担
保
す
る
た
め
動
産
を
債
権
者
に
引
き
渡
す
契
約

で
あ
る
。
質
は
、
完
全
か
つ
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
、
担
保
目
的

物
の
占
有
移
転
（dépossession

）、
す
な
わ
ち
債
務
者
が
そ
の
物

の
質
権
者
で
あ
る
債
権
者
へ
の
引
渡
し
（rem

ise

）
を
前
提
と
す
る

物
権
契
約
（droit réel

）
で
あ
る
。
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質
権
は
、
被
担
保
債
務
が
民
事
の
性
質
を
有
す
る
場
合
に
は
、
民

事
と
な
る
（
民
法
典
二
〇
七
三
条
乃
至
二
〇
八
四
条
に
よ
っ
て
規
律

さ
れ
る
）。
質
権
は
、
被
担
保
債
務
が
商
事
の
性
質
を
有
す
る
場
合

に
は
、
商
事
と
な
り
、
一
八
七
二
年
五
月
五
日
法
律
（
商
法
典
に
挿

入
）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
後
者
の
場
合
、
質
権
の
成
立
が
緩
和

さ
れ
て
い
る
。
質
権
が
金
融
証
券
（instrum

ents financiers

）

を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
金
融
担
保
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
一
二

月
一
五
日
法
律
）
（
（

に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。

　

質
権
は
、
同
様
に
営
業
財
産
（fonds de com
m

erce

）
も
対
象

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
非
占
有
担
保
（sûreté sans 

dépossession

）
の
形
式
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
債
務
者
の
営
業
財

産
で
あ
る
。
質
権
が
債
権
（créances

）
を
対
象
と
す
る
と
き
は
、

設
定
の
要
式
は
同
様
に
緩
和
さ
れ
、
契
約
は
単
な
る
同
意
の
交
換
に

よ
っ
て
成
立
す
る
。

　

ベ
ル
ギ
ー
の
質
権
は
、
附
従
的
な
物
権
（droit réel acces-

soire

）
で
あ
る
。

　

②　

先
取
特
権
（privilège

）

　

先
取
特
権
は
、
債
権
の
性
質
が
債
権
者
に
他
の
債
権
者
に
対
す
る

優
先
を
付
与
す
る
権
利
で
あ
る
。
先
取
特
権
は
常
に
か
つ
必
ず
法
律

の
規
定
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
合
意
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
得

な
い
。
先
取
特
権
は
、
そ
れ
が
担
保
す
る
債
権
と
同
一
の
性
質
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
先
取
特
権
は
、
一
つ
な
い
し
複
数
の
特
定
さ

れ
た
財
産
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
特
別
先
取
特

権
（privilège spécial

）
で
あ
る
。
先
取
特
権
は
、
同
様
に
債
務

者
の
財
産
の
集
合
（ensem

ble des biens

）
ま
た
は
債
務
者
の
す

べ
て
の
資
産
（patrim

oine

）
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

般
先
取
特
権
（privilège général

）
で
あ
る
。
先
取
特
権
は
、
動

産
先
取
特
権
ま
た
は
不
動
産
先
取
特
権
と
な
る
。
先
取
特
権
の
順
位

は
、
同
様
に
法
律
に
よ
っ
て
定
ま
る
。

　

③　

約
定
担
保
（sûretés conventionnelles

）

　

当
事
者
は
、
先
取
特
権
ま
た
は
質
権
以
外
の
担
保
を
合
意
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ギ
ー
法
は
、
所
有
権
留
保
条
項

（les clauses de réserve de propriété

）
さ
ら
に
信
託
的
債
権

譲
渡
（la cession de créance à titre fiduciaire

）
を
認
め
て

い
る
。
所
有
権
留
保
条
項
は
、
破
毀
院
の
判
例
が
、
反
対
の
法
律
の

規
定
が
な
い
限
り
、
こ
の
よ
う
な
条
項
の
第
三
者
へ
の
対
抗
を
認
め

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
困
難
を
生
じ
さ
せ
て
い
た）4
（

。
条
項
が
当
事
者

間
で
は
有
効
で
あ
る
が
、
第
三
者
に
は
対
抗
で
き
な
い
と
い
う
の
で

は
、
実
際
に
は
、
条
項
か
ら
す
べ
て
の
有
用
性
を
奪
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
信
託
名
義
の
債
権
譲
渡
も
同
様
に
多
く
の
論
争
を
生
じ
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さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
部
の
学
説
は
、
こ
の
形
態
は
仮
装
さ
れ
た

質
権
の
一
つ
の
形
式
で
あ
る
と
分
析
し
、
そ
の
結
果
、
質
権
を
支
配

す
る
要
式
性
を
こ
の
担
保
の
形
式
に
も
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
破
毀
院
は
、
こ
の
立
場
を
破
棄
し
、

意
思
自
治
の
原
則
に
基
礎
を
置
く
こ
の
優
先
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
有

効
と
し
た）5
（

（
し
か
し
な
が
ら
契
約
は
詐
害
の
意
図
な
く
し
て
（sans 

intention de fraude
）
締
結
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

　

④　

実
務
に
由
来
す
る
担
保

　

債
務
法
に
由
来
す
る
い
く
つ
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
あ
る
種
の
状

況
に
お
い
て
、
担
保
と
同
様
の
効
果
を
持
ち
う
る
。
た
と
え
ば
、
相

殺
（com

pensation

）、
留
置
権
（droit de rétention

）
そ
し
て

不
履
行
の
抗
弁
（exception dʼinexécution
）
で
あ
る
。
ベ
ル

ギ
ー
の
判
例
は
、
一
定
の
範
囲
お
よ
び
い
く
つ
か
の
条
件
の
下
、
こ

れ
ら
の
手
段
が
担
保
と
し
て
の
効
果
を
持
ち
う
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
効
果
の
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
に
つ
い

て
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
明
確
な
法
律
上
の
規
定
を
欠
い
て
い
る

た
め
、
多
く
の
学
説
上
の
論
争
を
生
じ
さ
せ
、
判
例
も
多
数
に
及
ん

で
い
る）6
（

。

　

⑤　

特
別
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
そ
の
他
の
担
保

　

い
く
つ
か
の
特
別
法
が
、
他
の
形
式
の
担
保
を
予
定
し
て
い
る
。

特
に
、
商
品
ワ
ラ
ン
ト
（w

arrant de m
achandises

）
に
関
す

る
一
八
六
二
年
一
一
月
一
八
日
法
律
が
重
要
で
あ
る）7
（

。
商
品
ワ
ラ
ン

ト
と
は
、
第
三
者
の
管
理
お
よ
び
責
任
に
お
い
て
倉
庫
に
保
管
さ
れ

て
い
る
商
品
を
表
示
す
る
証
書
で
あ
る
。
第
三
者
は
預
託
者
（
証
書

の
所
持
人
）
に
、
商
品
を
譲
渡
す
る
こ
と
、
ま
た
は
担
保
に
供
す
る

こ
と
を
認
め
る
。
ワ
ラ
ン
ト
は
単
純
な
裏
書
に
よ
っ
て
流
通
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ワ
ラ
ン
ト
に
付
さ
れ
た
商
品
に

つ
い
て
の
取
引
が
実
現
さ
れ
る
。
実
務
に
お
い
て
は
、
ワ
ラ
ン
ト
は

ほ
と
ん
ど
担
保
目
的
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

三　

二
〇
一
三
年
改
正
の
基
本
方
針

⑴
　
総
論

４
．
改
正
の
基
本
方
針
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る）8
（

。

①
民
事
質
権
と
商
事
質
権
の
区
別
を
廃
止
し
、
同
様
に
、
ワ
ラ
ン
ト

お
よ
び
営
業
財
産
質
権
を
廃
止
す
る
。

②
設
定
者
か
ら
の
占
有
移
転
を
伴
わ
な
い
質
権
を
原
則
と
し
、
そ
の

第
三
者
に
対
す
る
対
抗
を
、
質
権
登
録
簿
（registre des gages

）

へ
の
登
録
（enregistrem

ent

）
に
拠
ら
せ
る
。

③
占
有
移
転
を
伴
う
質
権
の
設
定
の
可
能
性
を
選
択
肢
と
し
て
は
維
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持
す
る
。

④
質
権
の
実
効
性
お
よ
び
実
行
を
強
化
す
る
複
数
の
規
定
を
置
く
。

⑤
質
権
が
消
費
者
（consom

m
ateur

）
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
か

否
か
に
よ
っ
て
、
法
制
度
を
異
な
ら
し
め
る
。

⑥
設
定
者
が
消
費
者
で
な
い
場
合
に
は
、
質
権
の
実
行
に
関
す
る
係

争
を
差
押
裁
判
官
（juge des saisies

）
の
管
轄
と
す
る
。

⑦
信
託
名
義
の
債
権
譲
渡
を
、
債
権
質
と
同
視
す
る
。

⑧
所
有
権
留
保
条
項
の
法
制
度
を
明
確
に
定
め
る
。

⑵
　
質
権
の
新
た
な
制
度

５
．
法
律
は
、
民
法
典
の
中
に
、
質
権
に
関
す
る
新
た
な
章
を
挿
入

す
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
章
の
第
一
条
は
、
質
権
は
、
質
権
債
権
者

（créancier gagiste

）
に
、
そ
の
目
的
と
な
る
財
（biens
）
に
つ

き
、
他
の
債
権
者
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
付
与
す
る
と

規
定
す
る
。

　

こ
の
質
権
は
以
下
の
基
本
原
則
に
従
う
。

①
諾
成
契
約
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
当
事
者
の
同
意
の
交
換
の
み
で

完
全
に
か
つ
有
効
に
成
立
す
る
。
質
権
債
権
者
へ
の
物
の
引
渡

（rem
ise de la chose

）
は
、
も
は
や
契
約
の
成
立
要
件
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
質
権
が
消
費
者
に
対
し
て
同
意
さ
れ
る
場
合
に
は
、

合
意
の
有
効
性
は
書
面
（écrit

）
を
前
提
と
す
る
。

②
質
権
設
定
者
（constituant du gage

）
の
権
限
（pouvoirs

）

に
関
し
て
、
財
は
、
設
定
者
が
そ
の
権
限
を
有
し
て
い
る
場
合
に
限

り
、
質
権
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
権
限
を
有

し
て
い
な
い
設
定
者
か
ら
財
を
質
物
と
し
て
受
領
し
た
質
権
債
権
者

は
、
善
意
（bonne foi

）
で
あ
っ
た
な
ら
ば
保
護
さ
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
質
権
債
権
者
は
、
質
権
設
定
者
の
外
観
上
の
権
限
（pouvoir 

apparent

）
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
解
決
は
既
に
判

例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
爾
後
、
法
律
に
明
記
さ
れ
る
。

③
質
権
の
目
的
（
対
象
）
に
関
し
て
、
質
権
に
関
す
る
章
の
第
七
条

お
よ
び
第
八
条
は
、
ア
ン
シ
ト
ラ
ル
（CN

U
D

CI

）
の
立
法
ガ
イ
ド

（Guide législatif

）
の
勧
告
（Recom

m
andations

）
か
ら
直
接

の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
質
権
は
、
有
体
物
（corporels

）
で
あ

れ
、
無
体
物
（incorporels

）
で
あ
れ
、
将
来
の
財
（biens 

futurs

）
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
え
、
質
権
は
、

可
能
な
範
囲
で
す
べ
て
の
有
体
ま
た
は
無
体
動
産
を
目
的
と
す
る
こ

と
が
で
き
、
特
定
さ
れ
た
財
、
既
存
の
お
よ
び
（
ま
た
は
）
将
来
の

財
の
集
合
（ensem

ble

）
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
事
実
上
の
包
括

体
（universalité de fait

）
も
し
く
は
法
的
な
包
括
体

（universalité du droit

）
に
つ
い
て
も
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
ア
ン
シ
ト
ラ
ル
立
法
ガ
イ
ド
勧
告
第
一
四
号
参
照
）
9
（

）。
立
法
者

は
、
代
位
（subrogation

）、
用
途
に
よ
る
不
動
産
（im

m
euble 
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）
へ
の
目
的
の
変
更
、
質
権
の
目
的
の
変
更
さ
ら

に
は
財
の
譲
渡
に
関
す
る
特
別
の
規
定
を
通
し
て
、
質
権
の
目
的
が

時
と
し
て
流
動
的
な
（fluctuant

）
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
考
慮
し

た
。

　

同
様
に
、
既
に
確
立
し
て
い
る
判
例
に
従
っ
て
、
立
法
者
は
、
被

担
保
債
権
（créance garantie

）
に
つ
い
て
、
質
権
は
、
一
つ
ま

た
は
複
数
の
既
存
の
ま
た
は
将
来
の
債
権
を
担
保
す
る
た
め
に
設
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
。

　

担
保
目
的
の
潜
在
的
に
極
め
て
広
範
な
性
格
に
つ
い
て
、
一
部
に

は
、
包
括
財
産
（fonds

）
に
担
保
設
定
し
て
い
る
商
人
が
過
度
の

経
済
的
な
依
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
と
懸
念
す
る
者

も
存
し
た
。
企
業
の
設
立
に
際
し
て
、
商
人
が
す
べ
て
の
将
来
の
債

務
を
担
保
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
担
保
を
提
供
す
る
よ
う
に
要
求

さ
れ
た
な
ら
ば
、
彼
ら
の
支
払
能
力
の
引
当
と
な
る
資
産
は
、
完
全

に
第
一
の
信
用
機
関
に
独
占
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
信

用
機
関
の
間
の
自
由
な
競
争
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

④
質
権
の
第
三
者
へ
の
対
抗
（opposabilité

）
は
、
爾
後
、
質
権

登
録
簿
（registre des gages

）
へ
の
登
録
（enregistrem

ent

）

に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
質
権
の
順
位
（rang

）
は
、
そ
の
登

録
の
時
間
的
順
序
（ordre chronologique

）
に
よ
っ
て
決
せ
ら

れ
る
。
唯
一
、
登
録
の
み
が
決
定
的
な
の
で
あ
っ
て
、
質
権
の
存
在

に
つ
い
て
の
各
人
の
偶
発
的
な
認
識
（connaissance

）
は
、
第
三

者
へ
の
対
抗
に
何
ら
の
意
味
を
有
し
な
い
。
質
権
の
登
録
期
間

（durée dʼenregistrem
ent

）
は
一
〇
年
に
固
定
さ
れ
る
が
、
一

〇
年
ご
と
に
更
新
（renouvellem

ent

）
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
登
録
簿
の
照
会
（consultation

）
は
、
債
権
者

に
完
全
な
調
査
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
律
は
、

占
有
移
転
を
伴
い
か
つ
登
録
簿
に
は
現
れ
な
い
質
権
の
設
定
の
余
地

を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑤
質
権
は
、
確
定
期
間
（durée déterm

inée

）
ま
た
は
不
確
定
期

間
（durée indéterm

inée

）
で
設
定
さ
れ
う
る
。
不
確
定
期
間
で

設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
設
定
者
は
、
最
短
三
カ
月
お
よ
び
最
長
六

カ
月
の
予
告
期
間
（préavis

）
を
定
め
て
、
何
時
で
も
解
約
を
申

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
質
権
は
、
契
約
が
終
了
す
る

時
に
存
在
し
て
い
た
債
権
の
み
を
担
保
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
規

定
は
、
抵
当
信
用
に
関
す
る
定
め
と
類
似
し
て
い
る
。

⑥
債
務
は
、
債
務
者
や
債
権
者
の
包
括
承
継
人
ま
た
は
包
括
名
義
の

承
継
人
の
間
で
分
割
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
質
権
は
不
可
分

（indivisible

）
で
あ
る
。
被
担
保
債
権
の
移
転
は
、
質
権
の
移
転

を
も
た
ら
し
、
そ
れ
は
、
質
権
登
録
簿
へ
の
登
録
ま
た
は
質
物
の
譲

受
人
へ
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
第
三
者
に
対
抗
可
能
と
な
る
。
質
権
は
、

同
様
に
、
物
上
代
位
（subrogation réelle

）
の
効
果
と
し
て
、
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担
保
設
定
さ
れ
た
財
に
代
替
す
る
す
べ
て
の
債
権
に
効
果
が
及
ぶ

（
た
と
え
ば
、
担
保
が
設
定
さ
れ
た
財
の
滅
失
ま
た
は
価
格
減
少
の

場
合
の
賠
償
債
権
な
ど
）。

⑦
当
事
者
の
義
務
（obligations

）
に
関
し
て
は
、
設
定
者
は
、
担

保
設
定
さ
れ
た
財
を
管
理
し
（veiller

）、
質
に
供
さ
れ
た
財
に
つ

き
、
そ
の
用
途
（destination

）
に
従
っ
て
、
合
理
的
な
使
用

（usage raisonnable
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
質
権
債
権
者

は
、
常
に
、
担
保
設
定
さ
れ
た
財
を
監
視
す
る
こ
と
（inspecter

）

が
で
き
る
。
反
対
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
設
定
者
は
、
担
保
設
定
さ

れ
た
財
に
つ
き
、
通
常
の
取
引
の
範
囲
で
（dans le cours norm

al 
de ses affaires

）、
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て

設
定
者
は
、
取
り
替
え
が
な
さ
れ
る
べ
き
財
を
取
り
替
え
る
こ
と
が

で
き
、
か
つ
、
元
の
財
か
ら
新
た
な
財
（nouveau bien
）
が
加

工
さ
れ
た
場
合
、
質
権
は
こ
の
新
し
い
財
に
及
ぶ
。

⑧
立
法
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
同
様
に
、
設
定
者
か
ら
の
占
有
移
転

を
伴
っ
た
質
権
（gage avec dépossession

）
を
維
持
し
た
。
こ

の
質
権
は
、
債
権
者
ま
た
は
合
意
さ
れ
た
第
三
者
が
、
財
の
現
実
の

占
有
を
取
得
し
た
と
き
に
、
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
。
こ
の
質
権
に

と
っ
て
、
契
約
書
面
は
必
要
で
は
な
く
、
か
つ
質
権
の
証
明
は
、
す

べ
て
の
法
的
証
拠
方
法
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
設
定
者
が

消
費
者
で
あ
る
場
合
は
別
で
あ
る
）。
設
定
者
は
、
担
保
設
定
さ
れ

た
物
の
所
有
権
を
保
持
し
、
質
権
債
権
者
は
そ
の
物
の
使
用
収
益
を

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
そ
の
保
存
の
た
め
に
必
要
な
場
合

は
別
で
あ
る
。

　

質
権
が
種
類
物
を
目
的
と
す
る
と
き
に
は
、
質
権
債
権
者
が
時
と

し
て
支
払
不
能
（insolvabilité

）
に
陥
る
こ
と
か
ら
、
設
定
者
を

保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
は
、
爾
後
、
反
対
の
合
意
が
な

い
限
り
、
質
権
債
権
者
ま
た
は
合
意
さ
れ
た
第
三
者
は
、
同
一
の
性

質
を
有
す
る
物
か
ら
分
離
し
て
、
質
権
の
目
的
物
を
管
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

⑨
質
権
の
実
行
（réalisation

）
に
関
し
て
は
、
立
法
者
は
、
作
業

グ
ル
ー
ブ
が
発
想
の
転
換
を
実
現
す
べ
き
と
の
提
案
に
従
わ
な
か
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
設
定
者
が
消
費
者
で
な
い
場
合

に
つ
い
て
は
、
質
権
実
行
の
手
続
を
簡
素
化
し
た
。
質
権
債
権
者
は
、

被
担
保
債
権
の
弁
済
が
な
い
場
合
、
被
担
保
債
権
へ
の
充
当
の
た
め

に
、
そ
の
質
権
を
行
使
し
て
、
質
に
供
さ
れ
た
財
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
売
却
ま
た
は
賃
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
権
債
権
者
は
、
そ

の
目
的
の
た
め
に
、
必
ず
し
も
執
行
名
義
（titre exécutoire

）
を

所
持
し
な
く
て
も
よ
い
。
実
行
は
、
善
意
に
か
つ
経
済
的
に
正
当
化

さ
れ
る
よ
う
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
質
権
債
権
者
は
、
そ
の

点
に
関
す
る
自
己
の
責
任
を
全
部
ま
た
は
一
部
で
あ
っ
て
も
免
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
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質
権
設
定
者
ま
た
は
担
保
設
定
さ
れ
た
財
の
す
べ
て
の
占
有
者
が
、

そ
の
実
行
に
異
議
を
申
し
立
て
た
場
合
、
質
権
債
権
者
は
裁
判
官
に

提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
種
の
訴
権
は
、
担
保
の
実
行
を
停

止
す
る
効
果
を
持
つ
。

　

当
事
者
は
同
様
に
実
行
方
法
を
契
約
に
よ
っ
て
合
意
す
る
こ
と
が

で
き
、
債
権
者
は
す
べ
て
の
場
合
に
、
裁
判
法
典
（Code 

judiciaire

）
に
予
定
さ
れ
て
い
る
執
行
方
法
に
従
い
（
た
と
え
ば

差
押
え
を
な
す
な
ど
）
質
権
の
目
的
物
を
実
行
す
る
権
利
を
保
持
す

る
。

⑶
　
所
有
権
留
保
条
項
（clause de réserve de propriété

）
の

改
正

６
．
立
法
者
は
、
支
払
不
能
の
倒
産
手
続
の
枠
組
に
お
い
て
、
所
有

権
留
保
条
項
の
実
効
性
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
法
律
の
考
え
方
か

ら
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
種
の
担
保
形
式
の
実
効
性
を
、
何
ら
か

の
形
式
の
公
示
に
従
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　

所
有
権
留
保
条
項
の
困
難
性
の
一
つ
は
、
特
に
、
破
毀
院
が
、
一

九
三
三
年
の
著
名
な
判
決）（（
（

以
来
、
所
有
権
留
保
条
項
は
た
と
え
当
事

者
間
で
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
第
三
者
に
は
対
抗
で
き
な
い
と
判

断
し
た
出
来
事
に
由
来
す
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
判
例
が
、
所
有
権

留
保
条
項
か
ら
す
べ
て
の
有
益
な
効
果
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

立
法
者
は
、
一
九
九
七
年
の
破
産
法
改
正
の
際
に
、
こ
の
点
に
介
入

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
九
七
年
に
お
い
て
、
立
法
者
は
、
い
く

つ
か
の
条
件
が
整
っ
た
な
ら
ば
、
所
有
権
留
保
条
項
の
第
三
者
対
抗

力
を
承
認
す
る
こ
と
と
し
た）（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
破
毀
院
は
、
こ
の

立
法
の
適
用
領
域
を
検
討
し
、
こ
の
条
文
は
一
般
的
な
射
程
を
持
た

ず
、
破
産
（faillite

）
以
外
の
場
合
に
は
、
所
有
権
留
保
条
項
は
、

第
三
者
に
対
し
て
対
抗
で
き
な
い
と
判
断
し
た）（（
（

。
こ
の
判
例
が
、
こ

の
点
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
に
お
け
る
立
法
者
の
介
入
の
必
要
性
を

説
明
し
て
い
る
。

７
．
法
律
は
、「
代
金
の
完
済
ま
で
所
有
権
の
移
転
を
停
止
す
る
条

項
（clause suspendant le transfert de propriété

）
を
伴
っ

て
売
却
さ
れ
た
動
産
は
、
買
主
が
売
却
代
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
遅
く
と
も
財
の
引
渡
し
ま
で
に
条
項
が
書
面
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
所
有
権
に
基
づ
い
て
返
還
さ

れ
得
る
。
…
…
所
有
権
留
保
条
項
に
基
づ
く
所
有
権
返
還
請
求
権
は
、

同
条
項
を
含
む
契
約
の
性
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。
こ
の
条
項
は
、
爾
後
、
民

法
典
の
中
に
挿
入
さ
れ
、
疑
い
な
く
、
一
般
的
な
射
程
（une 

portée générale

）
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
最
後
の
項
か

ら
、
所
有
権
留
保
条
項
の
実
効
性
が
、
契
約
の
性
質
決
定
に
か
か
わ
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ら
ず
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
（
売
買
契
約
だ
け
で
は
な
く
、

請
負
契
約
ま
た
は
交
換
契
約
の
可
能
性
も
あ
る
）。

　

こ
の
結
果
、
立
法
者
は
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
破
毀
院
の
前
述

の
判
例
の
悲
惨
な
結
末
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。

８
．
と
こ
ろ
で
、
破
産
法
旧
第
一
〇
一
条
の
規
制
に
よ
っ
て
、
所
有

権
留
保
条
項
を
援
用
で
き
る
た
め
の
条
件
の
一
つ
と
し
て
、
財
が
依

然
、
債
務
者
の
下
に
お
い
て
現
物
と
し
て
（en nature

）
存
す
る

こ
と
、
お
よ
び
付
合
（incorporation

）
に
よ
り
不
動
産
と
な
っ
て

い
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
〇
一
三
年
法
は
、

特
に
比
較
法
の
影
響
の
下
、
改
正
を
行
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
財
の
変
容
（transform

ation
）
や
物
上
代
位

（subrogation réelle

）
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
有
権
留
保
条
項

は
変
わ
ら
ず
援
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
売
却
さ
れ
た
財
が
付

合
に
よ
っ
て
不
動
産
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
所
有
権
の
留
保
条
項
は
、

同
様
に
維
持
さ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
質
権
登
録
簿
に
お
け
る
登

録
を
条
件
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
抵
当
債
権
者
に
対
し
て
、
財
の
売

主
を
保
護
す
る
こ
と
が
配
慮
さ
れ
て
い
る
（
改
正
前
は
売
主
の
先
取

特
権
を
通
し
て
保
護
が
な
さ
れ
て
い
た
）。
立
法
理
由
は
、
投
資
と

し
て
の
動
産
の
取
得
の
た
め
の
金
銭
貸
借
は
、
特
別
の
保
護
に
値
す

る
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
新
た
な
シ
ス
テ
ム
は
こ
の
選
択
に
合
致
し

て
お
り
、
支
払
を
得
て
い
な
い
売
主
に
は
、
た
と
え
抵
当
債
権
者
の

債
権
が
そ
れ
以
前
に
発
生
し
て
い
た
と
し
て
も
、
抵
当
債
権
者
に
対

す
る
優
先
権
が
与
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
立
法
者
は
、
売
主
の
利
得
の
禁
止
を
具
体
化
し
た
。
す

な
わ
ち
「
売
主
は
そ
の
債
権
か
ら
取
り
戻
し
た
財
の
価
値
を
控
除
す

る
。
そ
の
価
値
が
債
権
額
を
超
え
る
場
合
、
売
主
は
買
主
に
差
額

（solde

）
を
清
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
第
七
二
条
）。

⑷
　
留
置
権
（droit de rétention

）

９
．
留
置
権
は
、
債
務
法
に
内
在
す
る
法
現
象
で
あ
る
が
、
一
定
の

状
況
で
担
保
と
し
て
の
効
果
を
持
ち
う
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
に

は
、
債
務
が
支
払
わ
れ
な
い
間
、
債
務
者
に
帰
属
す
る
が
債
権
者
が

正
当
に
（
し
か
し
質
権
契
約
の
履
行
と
し
て
）
所
持
す
る
物
の
返
還

を
拒
絶
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
の
基
礎
は
、
所
持
す
る
物
と
弁
済
が
待
た
れ
る
債
権
と
の
牽
連

性
（connexité

）
に
存
す
る
。
こ
の
牽
連
性
は
、
双
務
関
係
に
お

い
て
特
徴
的
で
あ
る
。
留
置
権
は
物
権
で
は
な
い
の
で
、
第
三
者
に

対
す
る
対
抗
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
既
に
、
破
毀
院
に
よ
っ
て
、

不
変
の
判
例
法
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
留
置
権
の
第
三
者
に
対

す
る
対
抗
の
原
則
は
、
一
九
九
七
年
に
立
法
者
に
よ
っ
て
も
確
認
さ

れ
て
い
た
（
破
産
法
第
一
〇
六
条
）。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
ど

の
範
囲
で
、
所
持
す
る
物
と
未
払
い
債
権
と
の
牽
連
性
を
証
明
す
る
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必
要
が
あ
る
か
、
特
に
牽
連
性
が
単
に
契
約
条
項
に
よ
っ
て
の
み
生

じ
る
と
い
う
場
合
に
、
ど
の
範
囲
で
留
置
権
を
第
三
者
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
に
存
し
た
。

　

二
〇
一
三
年
法
は
、
共
通
参
照
枠
第
二
：
一
一
四
条
に
規
定
さ
れ

る
意
味
に
お
い
て
、
留
置
権
の
対
外
的
効
力
の
問
題
を
規
律
す
る
と

い
う
点
に
意
義
を
有
す
る
。
留
置
権
は
他
の
債
権
者
お
よ
び
後
の
承

継
人
（
た
と
え
ば
買
主
）
に
対
抗
で
き
る
と
の
原
則
が
確
認
さ
れ
た
。

同
様
に
、
留
置
権
は
、
そ
れ
以
前
に
権
利
を
取
得
し
て
い
る
第
三
者

に
対
し
て
も
、
留
置
債
権
者
が
占
有
取
得
時
に
善
意
で
あ
れ
ば
、
対

抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

法
律
は
、
ま
た
、
債
権
者
が
財
の
所
持
を
自
ら
放
棄
し
た
場
合
に

は
、
留
置
権
が
消
滅
す
る
と
し
て
い
る
。

⑸
　
先
取
特
権
の
運
命

（0
．
専
門
家
グ
ル
ー
プ
は
、
法
定
先
取
特
権
の
シ
ス
テ
ム
の
改
正
に

つ
き
、
望
ま
し
い
提
案
、
特
に
い
く
つ
か
の
先
取
特
権
の
廃
止
の
提

案
を
行
っ
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
立
法
者
は
敢
え
て
そ
の
道
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
担
保
法
は
、
こ
の
一
般
先
取
特
権
と
特
別
先
取
特
権
と
い
う

錯
綜
を
保
持
し
た
が
、
そ
れ
は
シ
ス
テ
ム
の
可
視
性
を
動
揺
さ
せ
、

か
つ
支
払
不
能
状
況
で
の
管
理
を
特
に
複
雑
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

二
つ
の
先
取
特
権
（
実
務
上
あ
ま
り
重
要
で
な
い
）
の
み
が
廃
止

さ
れ
た
。

⑹
　
順
位
の
競
合
（conflits de rang

）

（（
．
質
権
債
権
者
は
、
質
が
設
定
さ
れ
た
財
の
産
出
物（produits

）

に
つ
き
、
す
べ
て
の
債
権
者
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
。
こ
れ
は

法
律
第
五
七
条
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
基
本
原
則
で
あ
る
。
複
数
の

質
権
債
権
者
が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
順
序
は
、
登
録
ま
た
は
担
保

設
定
が
さ
れ
た
財
の
占
有
取
得
の
日
付
に
よ
る
。
も
し
質
権
設
定
さ

れ
た
財
が
付
合
に
よ
り
不
動
産
と
な
っ
た
場
合
、
順
位
は
、
質
権
登

録
の
日
付
と
抵
当
権
ま
た
は
不
動
産
先
取
特
権
の
登
記
の
日
付
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
シ
ス
テ
ム
は
、
質
権
が
第
三
者
に
対
抗
可
能
と
な
る
日

付
（
被
担
保
債
権
や
担
保
の
発
生
の
日
付
で
は
な
く
）
を
考
慮
し
た

上
で
、
古
典
的
な
形
で
「
時
に
お
い
て
勝
る
者
は
権
利
に
お
い
て
勝

る
（prior tem

pere potior iure

）」
の
原
則
を
適
用
し
て
い
る
。

（2
．
第
五
八
条
は
、
こ
の
原
則
の
例
外
と
し
て
、
物
の
保
存

（conservation

）
の
債
権
の
た
め
の
留
置
権
に
基
づ
く
質
権
の
た

め
に
最
優
先
（supériorité

）
を
創
設
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
債
権

者
は
そ
の
他
の
質
権
債
権
者
に
優
先
す
る
。
さ
ら
に
、
所
有
権
を
留

保
し
た
売
主
、
先
取
特
権
を
有
す
る
売
主
、
先
取
特
権
を
有
す
る
下
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請
負
人
は
、
質
権
債
権
者
に
優
先
す
る
。
こ
の
最
優
先
は
、
比
較
法

の
解
決
、
共
通
参
照
枠
（
第
四
：
一
〇
二
条
）
に
影
響
を
受
け
た
も

の
で
あ
る）（（
（

。

四　

結
語

（（
．
二
〇
一
三
年
改
正
は
、
ベ
ル
ギ
ー
動
産
担
保
法
に
と
っ
て
顕
著

な
進
歩
と
な
っ
た
。
い
く
つ
か
の
判
例
に
よ
っ
て
既
に
認
め
ら
れ
て

い
る
解
決
を
取
り
込
ん
だ
点
は
、
あ
る
種
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と

し
て
実
務
家
に
と
っ
て
有
用
と
な
る
と
思
え
る
が
、
他
の
点
で
は
、

率
直
に
改
革
を
行
っ
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
民
事
質
権
、
商
事

質
権
お
よ
び
営
業
財
産
質
権
に
代
え
て
、
質
権
登
録
簿
を
創
設
し
つ

つ
占
有
移
転
を
伴
わ
な
い
唯
一
の
質
権
を
設
け
た
点
、
さ
ら
に
所
有

権
留
保
条
項
の
実
効
性
を
強
化
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
爾
後
、
多
く
の
場
合
に
、
動
産
担
保
物
権
の
第
三
者
に
対

す
る
対
抗
（
今
後
は
法
定
的
対
抗
と
な
る
）
を
確
保
す
る
た
め
に
、

意
思
自
治
の
原
則
お
よ
び
合
意
の
対
外
的
効
力
の
対
抗
と
い
う
（
周

縁
が
不
明
確
な
）
迂
回
を
回
避
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
残
念
な
こ

と
に
、
作
業
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
提
案
は
、
そ
の
う
ち
の

多
く
が
立
法
者
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
と
は
い
え
、「
反
対
の
合
意

が
あ
る
場
合
に
は
（par convention contraire

）」
と
し
て
多
く

の
例
外
（dérogation

）
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
意
思
自
治
の
原

則
に
大
き
な
地
位
を
委
ね
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
占
有
移
転

を
伴
う
質
権
の
維
持
が
、
担
保
法
の
可
視
性
（prévisibilité

）
に

寄
与
す
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

立
法
技
術
的
に
は
、
担
保
法
の
細
分
化
を
避
け
て
、
よ
り
大
き
な

統
合
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
信
用
担
保
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
一

二
月
一
五
日
法
律
）
（（
（

の
規
定
を
民
法
典
に
導
入
し
た
方
が
望
ま
し
い
と

こ
ろ
で
は
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
特
に
法
定
先
取
特
権
に
関
し
て
、
立
法
者
の
志
の
欠
如

は
悔
や
ま
れ
る
。
本
気
で
一
掃
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
用
お
よ
び
経
済
の
ニ
ー
ズ
、

債
務
者
、
債
権
者
お
よ
び
第
三
者
の
権
利
の
間
の
必
要
な
均
衡
、
な

ら
び
に
比
較
法
の
解
決
を
同
時
に
配
慮
し
つ
つ
、
ベ
ル
ギ
ー
担
保
法

の
現
代
化
を
可
能
と
し
た
立
法
者
の
作
業
は
賞
賛
に
値
す
る
と
考
え

る
。

【
訳
者
付
記
】
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International Business Law

）
を
務
め
る
。
主
要
著
作
と
し
て
、

学
位
論
文
で
も
あ
るErik V

an den H
aute, H

arm
onisation 

européenne du crédit hypothécaire: perspectives de droit 
com

paré, de droit international privé et de droit européen, 
A

vant-propos de M
ichèle G

régoire, C
ollection de la 

faculté de droit de lʼU
niversité libre de B

ruxelles, 
Bruylant, 20（0

が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

本
資
料
は
、
エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ァ
ン
＝
デ
ン
＝
オ
ー
ト
教
授
が
、
二

〇
一
五
年
一
〇
月
一
四
日
に
、
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
に

お
い
て
、
片
山
が
担
当
す
る
法
学
部
法
律
学
科
の
「
研
究
会
（
展

開
）」
の
枠
で
行
っ
た
講
演
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
原
稿
の
翻
訳
で

あ
る
。
本
講
演
の
テ
ー
マ
で
あ
る
二
〇
一
三
年
の
ベ
ル
ギ
ー
動
産
担

保
法
改
正
（
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
施
行
）
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
Ａ
Ｂ
Ｌ
な

ど
動
産
担
保
法
を
め
ぐ
る
比
較
法
研
究
お
よ
び
立
法
論
（
池
田
真
朗

＝
中
島
弘
雅
＝
森
田
修
編
『
動
産
債
権
担
保
―
比
較
法
の
マ
ト
リ
ク

ス
』（
商
事
法
務
・
二
〇
一
五
年
）
な
ど
参
照
）
に
一
石
を
投
じ
る

も
の
と
思
料
し
、
関
連
条
文
の
試
訳
と
と
も
に
、
講
演
の
翻
訳
を
公

表
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、
二
〇
一
三
年
の
ベ
ル
ギ
ー
動
産
担
保
法
改
正
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
〇
年
に
組
織
さ
れ
た
作
業
グ
ル
ー
プ
の
座
長
に
よ
っ
て
ま
と

め
ら
れ
た
注
釈
（Com

m
entaire

）
お
よ
び
立
法
資
料

（D
ocum

ents législatifs

）
か
ら
な
る
解
説
書
（D

irix (Eric), La 
réform

e des sûretés réelles m
obilières, 20（（, K

luw
er

）
に

詳
し
い
が
、
ヴ
ァ
ン
＝
デ
ン
＝
オ
ー
ト
教
授
の
指
導
教
授
で
あ
り
、

同
グ
ル
ー
プ
の
委
員
も
務
め
た
ベ
ル
ギ
ー
担
保
法
の
大
家
ミ
シ
ェ

ル
・
グ
レ
ゴ
ワ
ー
ル
教
授
の
論
稿
（Grégoire (M

ichèle), La 
m

odification du Code civil en ce qui concerne les sûretés 
réelles m

obilières, in G
eorges (F

rédéric) (dir.), 
Insolvabilité et garantie, 4

e tirage, 20（6, Larcier pp. 9-（2; 
do, T

he Law
 of （（ July 20（（ am

ending T
he Belgian Civil 

Code w
ith Respect to Security Interests in M

ovable 
A

ssets, and repealing various Provisions in this A
rea, in 

Bénédict Foëx(ed.), T
he D

raft U
N

CIT
R

A
L M

odel Law
 

on Secured T
ransactions, W

hy and how
?, 20（6, 

Schulthess (Genève), pp. （7（-（98

）
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
動
産
担
保
の
実
務
を
知
る
に
は
、
実
務

家
に
よ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
（Caeym

aex (Jean) et Cavenaile 
(T

hierry), M
anuel des sûretés réelles m

obilières, 20（6, 
Larcier

）
が
有
益
で
あ
る
。
本
講
演
の
訳
者
注
は
、
こ
れ
ら
の
文

献
を
中
心
に
補
完
を
行
っ
た
。
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訳
注（

１
）　

二
〇
一
〇
年
に
司
法
大
臣
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
組
織
さ
れ
た

専
門
家
グ
ル
ー
プ
は
、
以
下
の
大
学
教
授
お
よ
び
実
務
家
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
。
大
学
教
授
は
、E. D

irix (K
U

L, président), W
. 

D
erijcke (U

CL), F. Georges (U
. Liège), M

. Grégoire (U
LB), 

V
. Sagaert (U

. A
ntw

erpen), M
. T

ison (U
. Gent)

の
六
名
、

実

務

家

は
、I. Peeters (avocat), O

. Bartholom
é (SPF 

Finances), J. Pieters (SPF Finance), J.-Chr. Boulet (SPF 
Justice, secrétaire)

の
四
名
、
計
一
〇
名
で
あ
る
（cf. D

irix 
(Eric), La réform

e des sûretés réelles m
obilières, 20（（, p. 

6（, K
luw

er

）。

（
2
）　

立
法
理
由
書
（lʼExposé des m
otifs
）
で
は
、
本
文
中
の
①

～
④
の
他
に
、「
民
法
典
の
尊
重
（la rem

ise à lʼhonneur du 
Code civil

）」（
担
保
に
関
す
る
法
規
定
を
で
き
る
限
り
民
法
典
の

中
に
集
約
す
る
と
の
趣
旨
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（cf. D

irix, op. 
cit., p. 5

）。

（
（
）　Loi （5 déc. 2004 relative aux sûretés financières et 

portant des dispositions fiscales diverses en m
atière de 

conventions constitutives de sûreté réelle et des prêts 
portant sur des intrum

ents financiers (M
.B., （

er févr. 
2005). Cf. Caeym

aex (Jean) et Cavenaile (T
hierry), M

anuel 
des sûretés réelles m

obilières, 20（6, Larcier, n
os 97（ et s.

（
4
）　Cass., 9 févr. （9（（, Pas., （9（（, I, p. （0（. Cf. Caeym

aex 

et Cavenaile, op. cit., n
o 6（9, pp. 474-475.

（
5
）　

信
託
的
譲
渡
に
つ
い
て
は
、Cf. Caeym

aex et Cavenaile, 
op. cit., n

o 28, p. （5, n
os 97（-974, pp. 77（-774.

（
6
）　

実
務
に
よ
る
「
新
た
な
担
保
（sûretés nouvelles

）」
に
つ

い
て
は
、cf. Caeym

aex et Cavenaile, op. cit., n
os 2（-（0, pp. 

（4-（8.

（
7
）　Loi （8 nov. （862 portant institution du systèm

e des 
w

arrants. Cf. Caeym
aex et Cavenaile, op. cit., n

o 624, p. 
457.

（
8
）　V

. aussi, D
irix, op. cit., n

os （-（4, pp. （-（（; Grégoire 
(M

ichèle), La m
odification du C

ode civil en ce qui 
concerne les sûretés réelles m

obilières, in G
eorges 

(Frédéric) (dir.), Insolvabilité et garantie, 4
e tirage, 20（6, 

Larcier, n
os （-4, pp. （0-（（.

（
9
）　

担
保
取
引
に
関
す
る
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
立
法
ガ
イ
ド
に
お
け

る
動
産
全
般
を
対
象
と
す
る
包
括
的
・
一
元
的
担
保
法
制
に
つ
き
、

沖
野
眞
已
「
担
保
取
引
」
曽
野
裕
夫
他
『
私
法
統
一
の
現
状
と
課

題
』（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
四
号
・
二
〇
一
三
年
）
一
一
～
一
四
頁
な

ど
参
照
。

（
（0
）　

前
注
（
４
）
参
照
。

（
（（
）　A

rt. （0（, Loi du 8 août （997 sur faillites. Cf. Caeym
aex 

et Cavenaile, op. cit., n
o 640, pp. 475-476.

（
（2
）　Cass., 7 m

ai 20（0, Pas. 20（0, （422. Cf. D
irix, op. cit., n

o 
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69, p. 4（.

（
（（
）　Cass., 27 avril 2006, Pas. 2006, 968, Cf. D

irix, op. cit., 
n

o 79, pp. 47-48.
（
（4
）　A

rt. 4 :（02, D
CFR. Cf. D

irix, op. cit., n
o 86, pp. 5（-54.

（
（5
）　

前
注
（
３
）
参
照
。

【
参
考
】

「
二
〇
一
三
年
ベ
ル
ギ
ー
動
産
担
保
法
」
の
条
文
（
試
訳
）

二
〇
一
三
年
七
月
一
一
日
法
律
（
二
〇
一
三
年
八
月
二
日
官
報

（M
oniteur belge

）
四
八
四
六
三
頁
）

動
産
物
的
担
保
に
関
し
て
民
法
典
を
改
正
し
か
つ
そ
れ
に
関
連
す
る

様
々
な
規
定
を
廃
止
す
る
法
律

※
民
法
典
第
一
七
章
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
一
一
日
法
律
第
二
条
に

よ
っ
て
以
下
の
と
お
り
差
し
替
え
ら
れ
、
王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
、
か
つ
遅
く
と
も
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
の
日
付
に
お
い
て
、
施

行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
法
律
第
一
〇
九
条
第
一
項
は
、

当
初
、
施
行
日
を
「
王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
、
か
つ
遅
く
と
も

二
〇
一
四
年
一
二
月
一
日
の
日
付
」
と
し
て
い
た
が
、
後
に
二
〇
一

四
年
一
一
月
二
六
日
法
律
第
二
条
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
日
官
報

九
三
一
一
五
頁
）
に
よ
っ
て
、「
王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
、
か

つ
遅
く
と
も
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
の
日
付
」
に
延
期
さ
れ
て
い
る

（cf. Les Codes essentielles Larcier -Civil 2015-2016(5 
août 2015), p. （97

）。

第
一
七
章
　 

動
産
物
的
担
保 

 

（D
es sûretés réelles m

obilières

）

　
　

第
一
節
　
質
権
（D

u gage

）

第
一
款
　
総
則
（G

énéralités

）

第
一
条
　
目
的
（Finalité

）

　

質
権
は
、
質
権
債
権
者
（le créancier gagiste

）
に
、
そ
の
目

的
た
る
財
（biens

）
に
つ
き
、
他
の
債
権
者
に
優
先
し
て
弁
済
を

受
け
る
権
利
を
付
与
す
る
。

第
二
条
　
設
定
（C

onstitution

）

　

質
権
は
、
第
四
条
第
二
項
の
留
保
の
下
、
質
権
の
設
定
者

（constituant
）
及
び
質
権
債
権
者
の
間
で
締
結
さ
れ
た
合
意



59

ベルギーにおける二〇一三年動産担保法改正

（convention

）
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
。

第
三
条
　
代
理
（Représentation

）

　

①
一
人
又
は
複
数
の
受
益
者
（bénéficiaires

）
の
た
め
に
行
為

す
る
代
理
人
（représentant

）
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
質
権
合
意

（convention de gage
）
は
、
合
意
に
お
い
て
受
益
者
の
識
別
が

特
定
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
有
効
か
つ
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
で
き

る
。
そ
こ
か
ら
生
じ
た
す
べ
て
の
権
利
は
、
こ
れ
ら
の
受
益
者
の
資

産
（patrim

oine

）
を
利
す
る
。

　

②
代
理
人
は
、
質
権
債
権
者
に
通
常
帰
属
す
る
す
べ
て
の
権
利
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
対
の
合
意
が
な
い
限
り
、
代
理
人
は

受
益
者
と
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
。

第
四
条
　
証
拠
（Preuve

）

　

①
質
入
れ
（m

ise en gage

）
は
、
質
権
に
供
与
さ
れ
た
財
、
被

担
保
債
権
及
び
担
保
さ
れ
る
債
権
の
極
度
額
（m

ontant 
m

axim
um

 à concurrence

）
に
つ
い
て
の
明
確
な
指
定
を
含
ん

だ
書
面
（écrit

）
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。

　

②
質
権
設
定
者
が
、
市
場
取
引
及
び
消
費
者
保
護
に
関
す
る
二
〇

一
〇
年
四
月
六
日
法
律
第
二
条
第
三
号
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
合
意
の
有
効
性
は
、
書
面
が
場
合
に
応
じ
て
第
一

三
二
五
条
又
は
第
一
三
二
六
条
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
る
こ
と

を
要
求
す
る
。

　

③
第
二
項
の
書
面
に
は
、
第
七
条
第
四
項
が
適
用
に
な
る
た
め
に
、

質
権
に
供
さ
れ
た
一
つ
又
は
複
数
の
財
の
価
値
（valeur

）
を
記
載

す
る
。

第
五
条
　�

質
権
の
第
三
設
定
者
（Tiers-constituant

）（
物
上
保

証
人
）

　

①
質
権
は
、
債
務
者
の
た
め
に
第
三
者
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
得
る
。

　

②
反
対
の
合
意
が
な
い
限
り
、
同
一
の
債
権
に
つ
き
、
債
務
者
の

財
と
第
三
者
の
財
と
が
質
権
に
供
さ
れ
た
場
合
、
質
権
の
第
三
設
定

者
は
、
債
務
者
の
財
か
ら
ま
ず
は
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
六
条
　
質
権
設
定
者
の
権
限
（Pouvoir

）

　

①
質
入
れ
は
、
質
権
設
定
者
が
財
に
つ
い
て
同
意
す
る
権
限
を
有

す
る
場
合
の
み
有
効
で
あ
る
。

　

②
し
か
し
な
が
ら
、
質
権
設
定
者
が
そ
の
権
限
を
有
し
て
い
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
質
権
債
権
者
は
、
合
意
の
締
結
の
際
に
、
質
権

設
定
者
が
質
権
を
設
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
と
合
理
的
に
想
定

す
る
こ
と
（raisonnablem

ent supposer

）
が
で
き
る
と
き
に
は
、



60

法学研究 90 巻 6 号（20（7：6）

質
権
を
取
得
す
る
。

第
七
条
　
目
的
物
（O

bjet

）

　

①
質
権
は
、
有
体
若
し
く
は
無
体
動
産
（un bien m

obilier 
corporel ou incorporel

）
又
は
こ
の
種
類
の
財
の
特
定
し
た
集
合

（un ensem
ble déterm

iné de biens de ce type

）
を
目
的
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
質
権
合
意
の
中
に
制
限
条
項
が
な
い
限
り
、
営
業
財
産
（fonds 

de com
m

erce

）
を
目
的
と
す
る
質
権
は
、
営
業
財
産
を
構
成
す

る
財
の
集
合
（lʼensem

ble des biens
）
を
包
含
す
る
。

　

③
質
権
合
意
の
中
に
制
限
条
項
が
な
い
限
り
、
農
業
経
営

（exploitation agricole

）
を
目
的
と
す
る
質
権
は
、
経
営
に
供
さ

れ
る
財
の
集
合
を
包
含
す
る
。

　

④
質
権
設
定
者
が
、
市
場
取
引
及
び
消
費
者
保
護
に
関
す
る
二
〇

一
〇
年
四
月
六
日
法
律
第
二
条
第
三
号
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
質
権
に
供
さ
れ
た
一
つ
又
は
複
数
の
財
の
価
値
は
、

第
一
二
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
質
権
の
範
囲
の
二
倍
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

　

⑤
法
律
に
よ
っ
て
譲
渡
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
財
の
み
を
、
質
権

に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑥
本
節
の
規
定
は
、
知
的
所
有
権
（des droits de propriété 

intellectuelle

）
を
目
的
と
す
る
質
権
に
は
、
そ
れ
ら
の
質
権
を
特

別
に
規
律
す
る
他
の
規
定
と
両
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
限
り

に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。

第
八
条
　
将
来
の
財
（Biens�futurs

）

　

質
権
は
、
将
来
の
財
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
　
物
上
代
位
（Subrogation�réelle

）

　

①
質
権
は
、
供
与
さ
れ
た
財
に
代
替
す
る
す
べ
て
の
債
権

（créances

）
に
及
ぶ
。
そ
れ
に
は
、
供
与
さ
れ
た
財
の
譲
渡

（cession

）
か
ら
生
じ
る
債
権
、
及
び
、
供
与
さ
れ
た
財
産
の
価
値

の
滅
失（perte

）、
破
損（détérioration

）又
は
減
少（dim

inution

）

を
賠
償
す
る
債
権
が
含
ま
れ
る
。

　

②
反
対
の
合
意
が
な
い
限
り
、
質
権
は
、
供
与
さ
れ
た
財
か
ら
産

出
さ
れ
る
果
実
（fruits

）
に
も
拡
張
す
る
。

　

③
質
権
設
定
者
及
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
質
権
債
権
者
は
、
そ

の
こ
と
を
他
方
当
事
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
〇
条
　
被
担
保
債
権
（C

réance�garantie

）

　

①
質
権
は
、
被
担
保
債
権
が
特
定
さ
れ
又
は
特
定
さ
れ
得
る
と
き

に
は
、
既
存
の
又
は
将
来
の
一
つ
又
は
複
数
の
債
権
を
担
保
す
る
た
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め
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
質
権
合
意
は
、
債
権
が
担
保
さ
れ
る
極
度
額
に
つ
い
て
言
及
す

る
。

第
一
一
条
　
期
間
（D

urée

）

　

①
質
権
合
意
は
、
特
定
又
は
不
特
定
の
期
間
で
締
結
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

②
合
意
が
不
特
定
期
間
で
締
結
さ
れ
た
場
合
、
質
権
設
定
者
は
、

最
短
三
月
か
つ
最
長
六
月
の
予
告
期
間
（préavis

）
を
設
け
て
そ

れ
を
解
約
す
る
（m

ettre fin

）
こ
と
が
で
き
る
。

　

③
反
対
の
合
意
が
な
い
限
り
、
担
保
合
意
が
期
間
の
満
了
又
は
予

告
期
間
に
よ
っ
て
終
了
す
る
場
合
、
質
権
は
、
契
約
が
終
了
す
る
時

点
に
お
い
て
存
在
す
る
債
権
の
み
を
担
保
す
る
。

第
一
二
条
　
範
囲
（Étendue

）

　

①
質
権
は
、
合
意
さ
れ
た
額
の
限
度
で
、
被
担
保
債
権
の
元
本

（principal

）
並
び
に
利
息
（intérêts

）、
違
約
罰
（clause pénale

）

及
び
実
行
費
用（coûts de réalisation

）等
の
付
加
金（accessoires

）

に
及
ぶ
。

　

②
し
か
し
な
が
ら
、
質
権
設
定
者
が
、
市
場
取
引
及
び
消
費
者
保

護
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
四
月
六
日
法
律
第
二
条
第
三
号
の
意
味
に

お
け
る
消
費
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
付
加
金
は
元
本
の
五

〇
％
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
一
三
条
　
不
可
分
性
（indivisibilité

）

　

①
質
権
は
、
債
務
が
債
務
者
又
は
債
権
者
の
包
括
若
し
く
は
包
括

名
義
の
承
継
人
（ayant droit universelou à titre universel

）

の
間
で
可
分
で
あ
っ
て
も
、
不
可
分
で
あ
る
。

　

②
債
務
者
の
包
括
又
は
包
括
名
義
の
承
継
人
は
、
債
務
の
持
分

（portion

）
を
支
払
っ
た
と
し
て
も
、
債
務
が
完
済
さ
れ
な
い
限
り

は
、
質
権
の
う
ち
そ
の
持
分
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

③
逆
に
、
債
権
者
の
包
括
又
は
包
括
名
義
の
承
継
人
は
、
債
務
の

持
分
を
受
領
し
た
と
し
て
も
、
弁
済
を
受
け
て
い
な
い
共
同
の
包
括

又
は
包
括
名
義
の
承
継
人
の
持
分
を
害
し
て
、
質
物
を
返
還
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

第
一
四
条
　
転
担
保
（Réengagem

ent

）

　

質
権
債
権
者
は
、
財
を
転
担
保
に
供
す
る
権
利
を
有
し
な
い
。

第
一
五
条
　
対
抗
（O

pposabilité

）

　

①
質
権
は
、
第
二
九
条
第
一
項
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
質
権
登
録
簿

（registre des gages
）
へ
の
登
録
（enregistrem

ent

）
に
よ
っ
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て
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
質
権
設
定
者
の
誤
っ
た
識
別
は
、
登
録
簿
に
お
け
る
正
し
い
識

別
要
素
か
ら
検
索
し
て
、
第
二
九
条
第
二
項
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
記
入
（inscription

）
を
発
見
で
き
る
場
合
で
な
け
れ

ば
、
登
録
か
ら
効
力
を
奪
う
。

　

③
質
権
債
権
者
若
し
く
は
代
理
人
の
誤
っ
た
識
別
、
又
は
質
権
に

供
さ
れ
た
財
の
誤
っ
た
指
定
は
、
そ
れ
ら
が
、
第
二
九
条
第
二
項
の

損
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
検
索
を
行
う
合
理
人
を
重
大
な
錯

誤
に
陥
ら
せ
な
い
場
合
で
な
け
れ
ば
、
登
録
か
ら
効
力
を
奪
う
。

　

④
被
担
保
債
権
又
は
そ
れ
が
担
保
さ
れ
る
極
度
額
の
誤
っ
た
指
定

は
、
第
二
九
条
第
二
項
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
限
り
、
登
録
か
ら

効
力
を
奪
わ
な
い
。

　

⑤
質
権
の
順
位
は
、
そ
の
登
録
の
時
間
的
順
序
に
よ
っ
て
定
ま
る
。

　

⑥
王
令
に
よ
っ
て
、
本
条
の
適
用
細
則
を
定
め
る
。

第
一
六
条
　�

質
権
設
定
者
の
義
務
（O

bligations�du�constituant�
du�gage

）

　

①
設
定
者
は
、
善
良
な
設
定
者
（bon constituant

）
と
し
て
、

担
保
に
供
さ
れ
た
財
を
管
理
す
る
（veiller

）
義
務
を
負
う
。

　

②
質
権
債
権
者
は
、
い
つ
で
も
担
保
に
供
さ
れ
た
財
を
検
査
す
る

（inspecter

）
権
利
を
有
す
る
。

第
一
七
条
　
使
用
権
（D

roit�dʼusage

）

　

質
権
設
定
者
は
、
担
保
に
供
さ
れ
た
財
に
つ
き
、
そ
の
用
途

（destination

）
に
従
っ
て
、
合
理
的
な
使
用
（usage rai-

sonnable

）
を
な
す
権
利
を
有
す
る
。

第
一
八
条
　
変
更
（Transform

ation

）

　

①
反
対
の
合
意
が
な
い
限
り
、
質
権
が
変
更
さ
れ
る
べ
き
財
を
対

象
と
す
る
場
合
、
質
権
設
定
者
は
、
そ
の
よ
う
な
変
更
を
行
う
資
格

が
与
え
ら
れ
る
。

　

②
許
容
さ
れ
た
変
更
か
ら
新
た
な
財
が
生
じ
る
場
合
、
反
対
の
合

意
が
な
い
限
り
、
質
権
は
こ
の
新
た
に
創
出
さ
れ
た
財
に
負
担
を
課

す
。
変
更
が
許
容
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
第
五
七
〇
条
以
下
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
。

　

③
第
三
者
の
財
が
変
更
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の

財
の
分
離
が
不
可
能
又
は
経
済
的
に
不
当
で
あ
る
場
合
、
創
出
さ
れ

た
財
が
第
五
六
七
条
の
意
味
に
お
い
て
主
た
る
財
（bien 

principal

）
で
あ
る
か
、
又
は
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
そ
の
財
が
最

も
価
値
の
大
き
い
財
で
あ
る
と
き
に
は
、
質
権
は
そ
の
新
た
に
創
出

さ
れ
た
財
に
負
担
を
課
す
。
こ
の
場
合
、
第
三
者
は
、
質
権
債
権
者

に
対
し
て
不
当
利
得
に
基
づ
く
求
償
権
を
取
得
す
る
。
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第
一
九
条
　
不
動
産
化
（Im

m
obilisation

）

　

担
保
に
供
さ
れ
た
財
の
不
動
産
化
は
、
質
権
債
権
者
が
、
そ
れ
ら

の
財
の
産
出
物
（produit

）
か
ら
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
権
利

を
妨
げ
な
い
。

第
二
〇
条
　
混
和
（C

onfusion

）

　

①
一
人
又
は
複
数
の
設
定
者
に
よ
っ
て
質
権
の
全
部
又
は
一
部
に

供
さ
れ
た
代
替
財
（biens fongibles
）
の
混
和
は
、
質
権
を
害
さ

な
い
。

　

②
複
数
の
質
権
債
権
者
が
い
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
者
は
、
混
和
し

た
財
に
つ
い
て
、
権
利
の
割
合
に
応
じ
て
質
権
を
主
張
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
二
一
条
　
処
分
（D
isposition

）

　

反
対
の
合
意
が
な
い
限
り
、
質
権
設
定
者
は
、
担
保
に
供
さ
れ
た

財
を
、
そ
の
取
引
の
通
常
の
範
囲
で
（dans le cours norm

al de 
ses affaires

）、
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
二
条
　
制
裁
（sanctions

）

　

①
質
権
債
権
者
が
担
保
に
供
さ
れ
た
財
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き

単
な
る
請
求
に
よ
っ
て
引
渡
し
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
条

項
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。

　

②
質
権
設
定
者
が
そ
の
債
務
を
著
し
く
怠
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判

官
は
、
質
権
債
権
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
担
保
に
供
さ
れ
た
財
を

質
権
債
権
者
に
引
き
渡
す
よ
う
に
、
又
は
、
供
託
所
（séquestre 

judiciaire

）
に
供
託
す
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

③
担
保
に
供
さ
れ
た
財
の
詐
害
的
な
処
分
又
は
詐
害
的
な
移
動
は
、

刑
法
典
第
四
九
一
条
に
定
め
ら
れ
た
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
。

第
二
三
条
　
質
権
の
移
転
（Transm

ission�du�gage

）

　

①
被
担
保
債
権
の
譲
渡
は
、
質
権
の
移
転
を
伴
う
。

　

②
そ
の
移
転
は
、
質
権
登
録
簿
へ
の
記
入
に
よ
っ
て
、
又
は
、
質

権
に
供
さ
れ
た
財
の
占
有
の
譲
受
人
へ
の
譲
渡
に
よ
っ
て
、
第
三
者

に
対
抗
で
き
る
。

　

③
被
担
保
債
権
は
、
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場

合
、
質
権
の
移
転
は
、
債
権
譲
渡
の
範
囲
に
応
じ
て
部
分
的
に
生
じ

る
。

第
二
四
条
　�
質
権
に
供
さ
れ
た
財
の
処
分（D

isposition�de�biens�
grevés�dʼun�gage

）

　

①
質
権
は
、
担
保
に
供
さ
れ
た
財
が
譲
渡
さ
れ
た
者
の
手
中
に
お
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い
て
そ
れ
を
追
及
す
る
。
譲
受
人
は
、
譲
渡
の
時
か
ら
設
定
者
と
し

て
行
動
す
る
。

　

②
第
一
項
は
、
質
権
設
定
者
が
担
保
に
供
さ
れ
た
財
を
第
二
一
条

に
従
っ
て
処
分
す
る
資
格
を
有
す
る
場
合
、
処
分
が
質
権
債
権
者
に

よ
っ
て
許
可
さ
れ
て
い
た
場
合
、
又
は
取
得
者
が
第
二
二
七
九
条
を

主
張
で
き
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
二
五
条
　
第
三
取
得
者
（Tiers-acquéreur

）

　

質
権
登
録
簿
へ
の
登
録
は
、
事
業
活
動
の
範
囲
で
活
動
す
る
、
質

権
設
定
者
の
特
定
承
継
人
に
対
し
て
、
第
二
二
七
九
条
の
適
用
を
排

除
す
る
。

第
二
款
　
公
示
（Publicité

）

第
二
六
条
　
質
権
登
録
簿
（Registre�des�gages
）

　

①
質
権
の
登
録
（enregistrem

ent

）
は
、
連
邦
財
政
局
（Service 

public fédéral finances

）
の
資
産
文
書
の
管
理
一
般
を
所
管
す

る
抵
当
権
保
存
所
（service des hypothèques

）
に
保
管
さ
れ

る
「
質
権
登
録
簿
」
と
呼
ば
れ
る
質
権
に
関
す
る
国
家
レ
ベ
ル
の
登

録
簿
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。

　

②
質
権
登
録
簿
は
、
質
権
の
登
録
（enregistrem

ent

）
及
び
照

会
（consultation

）
並
び
に
質
権
登
録
の
変
更
（m

odification

）、

更
新
（renouvellem

ent

）
又
は
抹
消
（radiation

）
を
行
う
た
め

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

　

③
王
令
に
よ
っ
て
、
質
権
登
録
簿
の
実
施
細
則
を
定
め
る
。

　

④
第
一
項
で
定
め
る
抵
当
権
保
存
所
は
、
個
人
情
報
の
取
扱
に
対

す
る
私
的
生
活
の
保
護
に
関
す
る
一
九
九
二
年
一
二
月
八
日
法
律
の

意
味
に
お
け
る
取
扱
に
つ
き
責
任
を
負
い
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
。

第
二
七
条
　
認
証
（Authentification

）

　

①
登
録
さ
れ
た
質
権
の
登
録
、
照
会
、
変
更
、
更
新
又
は
廃
止

（suppression

）
は
、
質
権
登
録
簿
の
利
用
者
の
認
証
を
要
求
す
る
。

　

②
私
的
生
活
保
護
委
員
会
（Com

m
ission de la protection 

de la vie privé

）
の
意
見
を
徴
し
た
後
に
、
王
令
に
よ
っ
て
、
こ

の
認
証
の
細
則
に
つ
い
て
定
め
る
。

第
二
八
条
　
費
用
（frais

）

　

①
情
報
の
登
録
、
照
会
、
変
更
、
更
新
及
び
抹
消
は
、
王
令
に

よ
っ
て
上
限
が
定
め
ら
れ
た
登
録
料
（redevance

）
の
支
払
の
原

因
と
な
り
得
る
。

　

②
質
権
登
録
の
照
会
は
、
質
権
設
定
者
及
び
私
的
生
活
保
護
委
員

会
の
意
見
を
徴
し
た
後
に
王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
範
囲
の
者
又
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は
機
関
に
つ
い
て
は
無
償
で
あ
る
。

第
二
九
条
　
登
録
（enregistrem

ent

）

　

①
質
権
債
権
者
は
、
質
権
合
意
に
基
づ
き
、
私
的
生
活
保
護
委
員

会
の
意
見
を
徴
し
た
後
に
王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
細
則
に
従
っ

て
、
第
三
〇
条
に
規
定
さ
れ
た
情
報
を
、
第
四
条
に
規
定
さ
れ
た
書

面
に
記
載
さ
れ
た
と
お
り
に
登
録
簿
に
記
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
質
権
の
登
録
を
な
す
資
格
を
有
す
る
。

　

②
質
権
債
権
者
は
、
誤
っ
た
情
報
の
記
入
に
よ
っ
て
生
じ
る
す
べ

て
の
損
害
を
負
担
す
る
。

　
③
質
権
債
権
者
は
、
書
面
に
よ
っ
て
、
質
権
設
定
者
に
登
録
を
知

ら
せ
る
。

第
三
〇
条
　
記
載
す
べ
き
情
報
（D

onnés�à�m
entionner

）

　

質
権
の
登
録
に
は
、
以
下
の
情
報
を
記
載
す
る
。

　

１
．
質
権
債
権
者
又
は
代
理
人
の
識
別

　

２
．
質
権
設
定
者
の
識
別

　

３
．
質
権
に
供
さ
れ
る
財
の
指
定

　

４
．
被
担
保
債
権
の
指
定

　

５
．
債
権
が
担
保
さ
れ
る
極
度
額

　

６
． 

誤
っ
た
情
報
の
記
入
に
よ
っ
て
生
じ
る
す
べ
て
の
損
害
に
つ

い
て
責
任
を
負
う
べ
き
旨
の
被
担
保
債
権
者
の
宣
言

第
三
一
条
　
照
会
（C

onsultation

）

　

登
録
さ
れ
た
質
権
に
関
し
て
、
以
下
の
情
報
を
照
会
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

１
．
登
録
番
号

　

２
．
質
権
債
権
者
又
は
代
理
人
の
識
別

　

３
．
質
権
設
定
者
の
識
別

　

４
．
質
権
に
供
さ
れ
た
財
の
指
定

　

５
．
被
担
保
債
権
の
指
定

　

６
．
債
権
が
担
保
さ
れ
る
極
度
額

　

７
． 

誤
っ
た
情
報
の
記
入
に
よ
っ
て
生
じ
る
す
べ
て
の
損
害
に
つ

い
て
責
任
を
負
う
べ
き
旨
の
被
担
保
債
権
者
の
宣
言

　

８
．
登
録
の
日
付

第
三
二
条
　
変
更
（M

odification

）

　

①
担
保
合
意
を
変
更
す
る
場
合
又
は
情
報
が
誤
っ
て
い
た
場
合
、

質
権
債
権
者
は
、
合
意
及
び
私
的
生
活
保
護
委
員
会
の
意
見
を
徴
し

た
後
に
王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
細
則
に
従
っ
て
、
登
録
さ
れ
た

情
報
を
変
更
す
る
資
格
を
有
す
る
。

　

②
変
更
の
場
合
、
登
録
簿
に
は
、
原
記
入
と
と
も
に
変
更
を
記
載
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す
る
。

　

③
質
権
債
権
者
は
、
登
録
の
変
更
を
質
権
設
定
者
に
書
面
で
知
ら

せ
る
。

第
三
三
条
　
誤
っ
た
情
報
（D

onnées�erronées

）

　

①
質
権
設
定
者
は
、
質
権
債
権
者
に
対
し
て
、
誤
っ
た
情
報
の
抹

消
又
は
変
更
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　

②
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
質
権
設
定
者
は
、
抵
当
権
保
存
所

に
請
求
し
、
抵
当
権
保
存
所
は
、
費
用
な
し
で
、
質
権
債
権
者
の
意

見
を
徴
し
た
後
に
、
情
報
の
正
確
さ
を
検
証
す
る
。

第
三
四
条
　
登
録
簿
へ
の
ア
ク
セ
ス

　

①
以
下
の
者
は
、
登
録
簿
に
ア
ク
セ
ス
す
る
。

　

―
質
権
設
定
者
及
び
質
権
債
権
者

　

―
私
的
生
活
保
護
委
員
会
の
意
見
を
徴
し
た
後
に
王
令
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
る
範
囲
の
者
又
は
機
関

　

②
ア
ク
セ
ス
の
細
則
に
つ
い
て
は
、
私
的
生
活
保
護
委
員
会
の
意

見
を
徴
し
た
後
に
王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

第
三
五
条
　
期
間
（D

urée

）

　

①
質
権
の
登
録
は
、
一
〇
年
の
経
過
に
よ
り
失
効
す
る
。
そ
の
後

は
、
質
権
は
、
登
録
簿
に
お
い
て
照
会
で
き
な
く
な
る
。

　

②
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
期
間
は
継
続
し
て
一
〇
年
間
、
更
新
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

③
更
新
は
、
予
め
一
〇
年
の
期
間
の
満
了
に
先
立
っ
て
、
か
つ
、

私
的
生
活
保
護
委
員
会
の
意
見
を
徴
し
た
後
に
王
令
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
る
細
則
に
従
っ
て
、
登
録
簿
へ
の
記
入
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

　

④
質
権
債
権
者
は
、
登
録
の
更
新
を
、
質
権
設
定
者
に
書
面
で
知

ら
せ
る
。

第
三
六
条
　
登
録
の
抹
消
（Radiation�de�lʼenregsitrem

ent

）

　

①
質
権
債
権
者
は
、
債
務
の
弁
済
が
な
さ
れ
た
場
合
、
質
権
の
登

録
が
抹
消
さ
れ
る
こ
と
を
監
視
す
る
義
務
を
負
う
。

　

②
質
権
債
権
者
及
び
質
権
設
定
者
は
、
共
通
の
同
意
に
よ
り
、
い

つ
で
も
登
録
の
抹
消
を
抵
当
権
保
存
所
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

③
同
意
が
な
い
場
合
、
抹
消
は
、
裁
判
上
請
求
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

不
測
の
損
害
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
七
条
　
債
権
譲
渡
（C

ession�de�créance

）

　

①
被
担
保
債
権
の
譲
渡
に
伴
う
質
権
の
譲
渡
の
登
録
は
、
私
的
生

活
保
護
委
員
会
の
意
見
を
徴
し
た
後
に
王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る

細
則
に
従
っ
て
、
行
わ
れ
る
。
そ
の
時
ま
で
、
登
録
は
、
譲
渡
人
の
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記
入
に
従
っ
て
続
け
て
効
力
を
有
す
る
。

　

②
譲
渡
の
登
録
は
、
譲
受
人
の
識
別
を
記
載
す
る
。

　

③
譲
渡
の
登
録
は
、
譲
渡
人
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
八
条
　
順
位
の
譲
渡
（C

ession�de�rang

）

　

順
位
の
譲
渡
は
、
私
的
生
活
保
護
委
員
会
の
意
見
を
徴
し
た
後
に

王
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
細
則
に
従
っ
て
、
そ
の
登
録
が
な
さ
れ

た
場
合
に
の
み
、
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
。

第
三
款
　�

有
体
財
の
占
有
移
転
に
よ
る
対
抗
（O

pposabilité�
par�dépossession�de�bien�corporeles

）

第
三
九
条
　
占
有
の
取
得
（M

ise�en�possession
）

　

有
体
財
の
質
権
は
、
債
権
者
又
は
合
意
さ
れ
た
第
三
者
に
よ
っ
て

そ
の
財
の
物
理
的
な
占
有
が
取
得
さ
れ
た
場
合
に
も
、
同
様
に
、
第

三
者
に
対
抗
で
き
る
。

第
四
〇
条
　
証
拠
（Preuve

）

　

質
権
設
定
者
が
、
市
場
取
引
及
び
消
費
者
保
護
に
関
す
る
二
〇
一

〇
年
四
月
六
日
法
律
第
二
条
第
三
号
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
で
あ

る
と
き
に
は
、
合
意
が
証
明
さ
れ
る
た
め
に
は
、
場
合
に
応
じ
て
、

第
一
三
二
五
条
又
は
第
一
三
二
六
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
書
面
が
起

草
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

第
四
一
条
　
結
果
（C

onséquences

）

　

質
権
が
実
行
さ
れ
る
ま
で
、
設
定
者
は
、
質
物
の
所
有
者
に
留
ま

り
、
質
物
は
、
質
権
債
権
者
の
手
中
に
、
質
権
の
担
保
と
し
て
寄
託

（dépôt

）
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

第
四
二
条
　
使
用
権
（D

roit�dʼusage

）

　

質
権
債
権
者
は
、
保
存
（conservation

）
に
必
要
な
場
合
で
か

つ
そ
れ
に
必
要
な
範
囲
で
し
か
、
担
保
に
供
さ
れ
た
財
を
使
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
三
条
　�

質
権
債
権
者
の
義
務
（O

bligation�du�créancier�
gagiste

）

　

①
質
権
債
権
者
は
、
善
良
な
質
権
債
権
者
と
し
て
、
質
権
に
供
さ

れ
た
財
を
管
理
す
る
（veiller

）
義
務
を
負
う
。

　

②
質
権
債
権
者
は
、「
契
約
又
は
合
意
に
よ
る
債
務
一
般
」
の
章

に
置
か
れ
た
規
定
に
従
っ
て
、
そ
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
滅
失
又

は
毀
損
を
負
担
す
る
。

　

③
質
権
債
権
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
費
用
が
、
保
存
及
び
維
持

に
つ
き
有
益
で
あ
り
、
質
権
債
権
者
に
よ
っ
て
財
に
付
さ
れ
た
負
担
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が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
質
権
設
定
者
に
よ
っ
て
質
権
債

権
者
に
償
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

④
質
権
設
定
者
は
、
い
つ
で
も
担
保
に
供
さ
れ
た
財
を
検
査
す
る

（inspecter

）
権
利
を
有
す
る
。

第
四
四
条
　
分
別
義
務
（devoir�de�séparation

）

　

①
反
対
の
合
意
が
な
い
限
り
、
質
権
が
種
類
物
を
目
的
と
す
る
と

き
に
は
、
質
権
債
権
者
又
は
合
意
さ
れ
た
第
三
者
は
、
そ
れ
を
同
様

の
性
質
を
有
す
る
物
か
ら
分
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

②
財
が
混
和
し
た
場
合
、
質
権
債
権
者
は
、
質
権
合
意
が
終
了
す

る
際
に
、
質
権
設
定
者
に
同
一
の
性
質
を
有
す
る
同
量
の
物
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

③
質
権
債
権
者
若
し
く
は
合
意
さ
れ
た
第
三
者
の
資
産
を
対
象
と

す
る
差
押
え
、
破
産
又
は
そ
の
他
の
い
か
な
る
債
権
者
競
合

（concours

）
が
生
じ
た
後
で
あ
っ
て
も
、
質
権
設
定
者
は
、
分
別

さ
れ
た
財
に
つ
き
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
財
が
混

和
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
時
点
で
現
存
す
る
財
は
、
質
権
に
供
さ
れ

た
数
量
を
上
限
と
し
て
、
質
権
に
供
さ
れ
た
財
と
み
な
さ
れ
る
。
複

数
の
質
権
設
定
者
が
存
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
者
は
、
混
和
さ
れ
た

財
に
つ
い
て
、
各
権
利
の
割
合
に
応
じ
た
主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
四
五
条
　
制
裁
（sanction

）

　

質
権
債
権
者
又
は
合
意
さ
れ
た
第
三
者
が
著
し
く
そ
の
義
務
を

怠
っ
た
場
合
を
別
と
し
て
、
質
権
設
定
者
は
、
担
保
と
し
て
質
権
が

提
供
さ
れ
た
債
務
が
、
元
本
と
と
も
に
付
加
金
も
含
め
て
、
完
全
に

弁
済
が
な
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
質
権
が
設
定
さ
れ
た
財
の
返
還

を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
款
　
実
行
（Réalisation

）

第
四
六
条
　�

消
費
者
で
あ
る
設
定
者
（C

onstituant�consom
-

m
ateur

）

　

①
質
権
設
定
者
が
、
市
場
取
引
及
び
消
費
者
保
護
に
関
す
る
二
〇

一
〇
年
四
月
六
日
法
律
第
二
条
第
三
号
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
で

あ
る
場
合
、
質
権
債
権
者
は
、
弁
済
が
な
さ
れ
な
い
と
き
で
あ
っ
て

も
、
質
物
を
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
鑑
定
人
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
評
価
に
従
っ
て
、
弁
済
と
し
て
か
つ
支
払
わ
れ
る

べ
き
額
を
上
限
に
質
物
を
質
権
債
権
者
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
、
又
は
、

競
売
で
（aux enchères

）
又
は
任
意
に
（de gré à gré

）
売
却

さ
れ
る
こ
と
を
裁
判
上
命
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
質
権
債
権
者
は
、
任
意
売
却
に
お
い
て
買
主
と
な
る
権
利
を
有

し
な
い
。
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③
質
権
債
権
者
が
質
物
の
所
有
者
と
な
る
こ
と
、
又
は
、
上
記
の

要
式
に
依
ら
ず
に
処
分
す
る
こ
と
を
認
め
る
条
項
は
、
無
効
で
あ
る
。

　
④
第
五
〇
条
及
び
第
五
五
条
は
適
用
さ
れ
る
。

第
四
七
条
　�
消
費
者
で
は
な
い
設
定
者
（C

onstituant�non-
consom

m
ateur

）

　

①
質
権
設
定
者
が
、
市
場
取
引
及
び
消
費
者
保
護
に
関
す
る
二
〇

一
〇
年
四
月
六
日
法
律
第
二
条
第
三
号
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
で

な
い
場
合
、
弁
済
が
な
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
第
四
八
条
乃
至
第
五

六
条
に
従
っ
て
、
被
担
保
債
権
に
充
当
す
る
た
め
に
質
権
に
供
さ
れ

た
財
の
全
部
又
は
一
部
を
売
却
又
は
賃
貸
す
る
こ
と
に
よ
り
、
質
権

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
債
務
者
の
不
履
行
の
後
は
、
質
権
債
権
者
は
、
質
権
に
供
さ
れ

た
財
の
占
有
（possession

）
へ
の
権
利
を
取
得
す
る
。
質
権
設
定

者
又
は
担
保
に
供
さ
れ
た
財
を
占
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
者
が
そ
れ
に
対

抗
す
る
場
合
に
は
、
質
権
債
権
者
は
、
第
五
四
条
に
従
っ
て
裁
判
官

に
提
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

③
実
行
は
、
善
意
で
（de bonne foi

）
か
つ
経
済
的
に
正
当
な

方
法
で
（dʼune m

anière économ
iquem

ent justifiée

）
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

④
質
権
債
権
者
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
責
任
を
制
限
し
た
り
排

除
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

⑤
質
権
債
権
者
の
違
反
の
立
証
責
任
は
、
質
権
設
定
者
が
負
う
。

　

⑥
両
当
事
者
は
、
質
権
合
意
の
締
結
の
際
に
、
又
は
そ
の
後
に
、

実
行
方
法
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
八
条
　
通
知
（N

otification

）

　

①
実
行
を
行
う
こ
と
を
望
む
質
権
債
権
者
は
、
少
な
く
と
も
一
〇

日
前
に
、
債
務
者
及
び
、
場
合
に
応
じ
て
、
質
権
の
第
三
設
定
者
に

対
し
て
、
予
め
書
留
郵
便
で
（par renvoi recom

m
andé

）
そ
れ

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

②
通
知
は
、
同
様
に
、
他
の
質
権
債
権
者
及
び
担
保
に
供
さ
れ
た

財
を
差
し
押
さ
え
た
者
に
対
し
て
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

③
通
知
に
は
、
こ
の
通
知
の
時
点
の
被
担
保
債
権
の
額
、
担
保
に

供
さ
れ
た
財
の
目
録
（description

）、
予
定
さ
れ
た
実
行
方
法

（m
ode de réalisation

）、
並
び
に
被
担
保
債
権
を
弁
済
し
て
財
を

解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
者
及
び
設
定
者
の
権
利
に
つ
い
て
記

載
す
る
。

第
四
九
条
　
腐
敗
し
や
す
い
財
（Biens�périssables

）

　

第
四
八
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ
た
通
知
期
間
は
、
腐
り
や
す
い
財

又
は
急
速
な
価
値
低
下
（dépréciation

）
を
も
た
ら
す
財
に
つ
い
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て
は
、
三
日
に
減
ず
る
。

第
五
〇
条
　
債
務
の
弁
済
（Payem

ent�de�dette

）

　

質
権
設
定
者
又
は
す
べ
て
の
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
は
、
実

行
の
時
点
ま
で
は
、
被
担
保
債
務
及
び
既
に
要
し
た
実
行
費
用
を
弁

済
し
て
、
質
物
の
解
放
を
得
る
権
利
を
有
す
る
。

第
五
一
条
　
売
却
（Vente
）

　

質
権
債
権
者
は
、
執
行
官
（huissier de justice

）
に
、
担
保

に
供
さ
れ
た
財
の
公
売
若
し
く
は
任
意
売
却
又
は
賃
貸
を
担
当
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
二
条
　�

質
権
債
権
者
へ
の
売
却
（Vente�au�créancier�

gagiste

）

　

質
権
債
権
者
は
、
任
意
売
却
の
際
に
、
買
主
と
な
る
権
利
を
有
し

な
い
。

第
五
三
条
　�

質
権
債
権
者
に
よ
る
取
得
（Appropriation�par�le�
créancier�gagiste

）

　

①
債
務
者
が
支
払
い
を
怠
っ
た
場
合
、
質
権
設
定
者
は
、
質
権
に

供
さ
れ
た
財
に
つ
き
、
質
権
債
権
者
に
よ
る
取
得
を
認
め
る
こ
と

（autoriser

）
が
で
き
る
。

　

②
同
様
に
、
財
の
価
値
が
、
取
得
時
に
鑑
定
人
に
よ
っ
て
、
か
つ
、

財
が
市
場
で
取
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
市
場
で
の
価
格
を

参
考
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
予
定
し
た
合
意
を
、

質
権
合
意
の
時
点
又
は
そ
の
後
に
締
結
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

第
五
四
条
　
裁
判
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（C

ontrôle�judiciaire

）

　

①
質
権
債
権
者
、
質
権
設
定
者
及
び
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者

は
、
い
つ
で
も
、
実
行
を
実
施
す
る
に
際
し
て
生
じ
る
得
る
す
べ
て

の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
い
つ
で
も
裁
判
官
に
提
訴
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

②
訴
え
は
、
質
権
の
実
行
を
停
止
す
る
。

　

③
事
件
は
、
裁
判
所
法
典
第
一
〇
三
四
条bis

以
下
に
従
っ
て
、

召
喚
（citation

）
又
は
弁
論
申
請
（requête contradictoire

）

に
よ
り
係
属
す
る
。

　

④
裁
判
官
は
、
す
べ
て
の
停
止
し
た
事
件
を
裁
定
す
る
。

　

⑤
裁
判
官
は
、
仮
に
（au provisoire

）
裁
定
し
、
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
決
定
（décision

）
に
は
既
判
力
は
生
じ
な
い
。

　

⑥
そ
の
決
定
に
対
し
て
は
、
異
議
（opposition

）
も
上
訴

（appel
）
も
な
さ
れ
な
い
。

　

⑦
そ
の
決
定
は
、
直
ち
に
裁
判
所
文
書
（pli judiciaire

）
に
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よ
っ
て
当
事
者
に
通
知
さ
れ
る
。
本
通
知
に
よ
り
、
破
毀
院
上
告
期

間
（délai pour introduire un pouvoir en cassation

）
が
起

算
さ
れ
る
。

第
五
五
条
　
分
配
（D

istribution

）

　

①
実
行
の
収
益
は
、
被
担
保
債
権
及
び
合
理
的
な
実
行
費
用
に
充

当
さ
れ
る
。

　

②
複
数
の
質
権
債
権
者
が
い
る
場
合
に
は
、
純
益
は
、
第
五
七
条

及
び
第
五
八
条
に
従
っ
て
、
そ
れ
ら
の
者
の
間
で
、
順
位
に
応
じ
て

分
配
さ
れ
る
。

　

③
残
余
が
生
じ
た
場
合
、
質
権
設
定
者
に
属
す
る
。

第
五
六
条
　
事
後
の
裁
判
上
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

①
す
べ
て
の
利
害
関
係
人
は
、
実
行
が
終
了
し
た
後
、
実
行
方
法

又
は
収
益
の
充
当
に
つ
き
異
議
が
あ
る
と
き
に
は
、
裁
判
官
に
提
訴

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
訴
え
は
、
遅
く
と
も
、
第
四
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定

さ
れ
た
者
に
対
し
て
実
行
の
終
結
が
通
知
さ
れ
て
か
ら
起
算
し
て
一

年
の
期
間
内
に
係
属
す
る
。

　

③
通
知
は
、
書
留
郵
便
で
な
さ
れ
る
。

　

④
事
件
は
、
裁
判
所
法
典
第
一
〇
三
四
条bis

以
下
に
従
っ
て
、

召
喚
又
は
弁
論
申
請
に
よ
り
係
属
す
る
。

第
五
款
　
順
位
の
競
合
（C

onflits�de�rang

）

第
五
七
条
　
時
間
的
先
行
性
の
原
則
（Règle�dʼantériorité

）

　

①
質
権
債
権
者
は
、
質
権
に
供
さ
れ
た
財
の
収
益
に
つ
い
て
、
本

法
典
第
三
編
第
一
八
章
第
二
一
条
乃
至
第
二
六
条
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
す
べ
て
の
債
権
者
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
。
質
権
債

権
者
は
、
同
章
第
二
三
条
及
び
第
二
五
条
に
よ
っ
て
倉
庫
業
者
に
認

め
ら
れ
る
の
と
同
様
の
権
利
を
享
受
す
る
。

　

②
複
数
の
質
権
債
権
者
が
い
る
場
合
、
そ
の
順
位
は
、
登
録
又
は

占
有
取
得
の
日
付
に
従
っ
て
定
ま
る
。

　

③
同
一
の
日
付
で
登
録
を
履
践
し
、
又
は
占
有
を
取
得
し
た
質
権

債
権
者
は
、
同
一
の
順
位
を
有
す
る
。

　

④
質
権
に
供
さ
れ
た
財
が
不
動
産
と
な
っ
た
場
合
、
不
動
産
に
関

す
る
質
権
債
権
者
及
び
抵
当
権
又
は
先
取
特
権
債
権
者
間
の
順
位
は
、

登
録
の
日
付
及
び
抵
当
権
又
は
先
取
特
権
の
登
記
の
日
付
に
従
っ
て

定
ま
る
。

第
五
八
条
　
優
先
（Supériorité

）

　

①
物
の
保
存
に
よ
る
債
権
に
つ
い
て
の
留
置
権
を
基
礎
と
し
た
質

権
は
、
他
の
す
べ
て
の
質
権
債
権
者
に
優
先
す
る
。
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②
第
一
項
の
留
保
の
下
、
所
有
権
が
留
保
さ
れ
た
未
払
い
の
売
主
、

先
取
特
権
を
有
す
る
売
主
又
は
下
請
負
人
の
先
取
特
権
は
、
そ
れ
ら

の
財
に
つ
き
質
権
債
権
者
に
優
先
す
る
。

第
六
款
　
現
金
通
貨
質
権
（G

age�en�espèce

）

第
五
九
条
　
現
金
通
貨
質
権

　

①
質
権
が
現
金
通
貨
に
設
定
さ
れ
る
場
合
及
び
質
権
債
権
者
に
お

い
て
混
和
（confusion
）
が
生
じ
る
場
合
、
質
権
債
権
者
は
、
そ

の
所
有
者
と
な
る
が
、
質
権
合
意
の
満
了
時
に
、
同
一
の
通
貨

（devises

）
で
同
額
を
質
権
設
定
者
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。

　

②
反
対
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
質
権
債
権
者
は
、
遅
滞
に
陥
っ
た

後
で
な
け
れ
ば
、
利
息
を
支
払
う
義
務
を
負
わ
な
い
。

　

③
質
権
設
定
者
が
不
履
行
に
陥
っ
た
場
合
、
質
権
債
権
者
は
、
被

担
保
債
権
と
相
殺
（com

pensation

）
を
行
う
資
格
を
有
し
、
質

権
設
定
者
に
残
額
（solde

）
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
款
　�

債
権
の
占
有
移
転
に
よ
る
対
抗
（O

pposabilité�
par�dépossession�de�créance

）

第
六
〇
条
　�

占
有
（「
支
配
」）
要
件
（C

ondition�de�possession�
(«�contrôle�»)

）

　

①
質
権
債
権
者
は
、
質
入
れ
債
権
（créance gagé

）
の
債
務
者

に
質
権
を
通
知
す
る
（notifier

）
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
条

件
と
し
て
、
質
権
合
意
の
締
結
に
よ
っ
て
質
入
れ
債
権
の
占
有
を
取

得
す
る
。

　

②
質
入
れ
は
、
質
入
れ
債
権
の
債
務
者
に
質
入
れ
を
通
知
し
た
か

又
は
債
務
者
が
そ
れ
を
承
諾
し
た
場
合
に
の
み
、
債
務
者
に
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

③
第
一
六
九
〇
条
第
一
段
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
一
六
九

一
条
が
適
用
さ
れ
る
。

第
六
一
条
　
証
拠
（Preuve

）

　

①
質
権
合
意
は
、
質
権
が
供
さ
れ
た
債
権
及
び
被
担
保
債
権
の
明

確
な
記
載
を
含
め
た
書
面
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
被
担
保
債
権
の

上
限
額
の
書
面
へ
の
記
載
に
関
す
る
第
一
款
の
規
定
は
、
適
用
さ
れ

る
。

　

②
質
権
設
定
者
が
、
市
場
取
引
及
び
消
費
者
保
護
に
関
す
る
二
〇

一
〇
年
四
月
六
日
法
律
第
二
条
第
三
号
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
合
意
が
証
明
さ
れ
る
た
め
に
は
、
書
面
が
場
合
に

応
じ
て
第
一
三
二
五
条
又
は
第
一
三
二
六
条
の
規
定
に
従
っ
て
作
成

さ
れ
る
こ
と
、
及
び
、
被
担
保
債
権
の
上
限
額
に
つ
い
て
明
確
な
記

載
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
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第
六
二
条
　�

担
保
目
的
の
信
託
的
譲
渡
（C

ession�fiduciaire�à�
titre�de�sûreté

）

　

担
保
目
的
で
の
債
権
譲
渡
は
、
譲
受
人
に
対
し
て
、
譲
渡
債
権
に

つ
い
て
質
権
の
み
を
与
え
る
。

第
六
三
条
　
将
来
債
権
（C

réance�futur

）

　

質
権
は
、
特
定
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
一
つ
又
は
複
数
の
将

来
債
権
に
つ
い
て
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

第
六
四
条
　�

譲
渡
禁
止
又
は
質
入
れ
禁
止
条
項
（C

lause�
dʼincessibilité�ou�de�non-nantissem

ent

）

　

質
権
設
定
者
及
び
質
入
れ
債
務
者
の
間
で
締
結
さ
れ
、
か
つ
、
金

銭
の
支
払
い
を
目
的
と
す
る
債
権
が
譲
渡
又
は
質
入
れ
が
で
き
な
い

と
約
定
し
た
合
意
は
、
約
定
違
反
へ
の
第
三
者
の
通
謀
（tiers 

com
plices

）
が
存
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六
五
条
　
目
的
（O

bjet

）

　

質
権
は
、
質
入
れ
債
権
の
元
本
、
利
息
及
び
違
約
罰
そ
の
他
の
付

加
金
に
及
ぶ
。

第
六
六
条
　
一
部
債
権
質
（N

antissem
ent�partiel

）

　

質
権
は
、
そ
れ
が
不
可
分
で
な
い
限
り
、
債
権
の
一
部
分
に
つ
い

て
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
七
条
　�

質
権
債
権
者
の
取
立
権
（D

roit�de�recouvrem
ent�

du�créancier�gagiste

）

　

①
反
対
の
合
意
が
な
い
限
り
、
質
権
債
権
者
は
、
裁
判
上
及
び
裁

判
外
の
手
段
に
よ
り
、
質
入
れ
債
権
の
履
行
（exécution

）
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
質
権
債
権
者
は
、
債

権
に
付
従
す
る
す
べ
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
質
権
債
権
者
は
、
被
担
保
債
権
の
請
求
が
可
能
で
あ
る
と
き
に

は
、
受
領
し
た
額
を
被
担
保
債
権
に
充
当
し
、
残
額
を
質
権
設
定
者

に
償
還
す
る
。

　

③
複
数
の
質
権
債
権
者
が
い
る
場
合
に
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項

に
定
め
ら
れ
た
権
限
は
、
唯
一
、
最
先
順
位
を
有
す
る
質
権
債
権
者

に
帰
属
す
る
。

　

④
質
入
れ
債
権
に
つ
き
、
執
行
手
続
き
又
は
保
全
手
続
き
が
行
使

さ
れ
た
場
合
、
第
三
債
務
者
は
、
執
行
吏
（huissier de justice

）

の
手
中
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
吏
は
、
裁
判
所
法
典

第
一
六
二
七
条
以
下
に
従
う
。

　

⑤
被
担
保
債
権
が
未
だ
請
求
で
き
な
い
場
合
、
質
権
債
権
者
は
、
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受
領
額
を
、
そ
の
た
め
に
開
設
し
た
別
の
銀
行
口
座
に
入
金
し
、
被

担
保
債
権
が
履
行
さ
れ
た
と
き
に
は
、
担
保
権
設
定
者
に
残
額
を
支

払
う
義
務
を
負
う
。

第
六
八
条
　
財
の
引
渡
債
権（C

réance�de�livraison�de�biens

）

　

質
入
れ
債
権
が
財
の
引
渡
し
を
目
的
と
し
、
か
つ
質
権
債
権
者
が

そ
の
取
立
を
行
う
場
合
、
質
権
は
そ
の
財
を
対
象
と
す
る
。

　
　

第
二
節
　
所
有
権
留
保
（Réserve de propriété

）

第
六
九
条
　
書
面
（Écrit

）

　

①
代
金
の
完
済
ま
で
所
有
権
の
移
転
を
停
止
す
る
旨
の
条
項
を

伴
っ
て
売
却
さ
れ
た
動
産
は
、
そ
の
条
項
が
少
な
く
と
も
財
の
引
渡

し
ま
で
に
書
面
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
買
主
が
購
入
代

金
の
支
払
を
怠
っ
た
と
き
に
は
、
返
還
を
請
求
で
き
る
。

　

②
買
主
が
、
市
場
取
引
及
び
消
費
者
保
護
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年

四
月
六
日
法
律
第
二
条
第
三
号
の
意
味
に
お
け
る
消
費
者
で
あ
る
場

合
に
は
、
買
主
の
同
意
が
書
面
に
現
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

③
所
有
権
留
保
条
項
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
は
、
そ
れ
を
取
り
込

む
契
約
の
性
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
行
使
で
き
る
。

第
七
〇
条
　�

物
上
代
位
、
変
更
及
び
混
和
（Subrogation�réelle,�

transform
ation�et�confusion

）

　

第
九
条
、
第
一
八
条
及
び
第
二
〇
条
は
適
用
さ
れ
る
。

第
七
一
条
　
不
動
産
化
（Im

m
obilisation

）

　

売
却
さ
れ
た
財
が
添
付
（incorporation

）
に
よ
り
不
動
産
と

な
っ
た
場
合
、
所
有
権
留
保
は
、
質
権
登
録
簿
へ
の
登
録
を
条
件
に

維
持
さ
れ
る
。

第
七
二
条
　
不
当
利
得
の
禁
止（Interdiction�dʼenrichissem

ent

）

　

売
主
は
、
再
取
得
し
た
財
の
価
値
を
、
そ
の
債
権
に
充
当
す
る
。

そ
の
価
値
が
債
権
の
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
売
主
は
、
買
主
に
残

額
を
償
還
す
る
義
務
を
負
う
。

　
　

第
三
節
　
留
置
権
（D

roit de rétention

）

第
七
三
条
　
概
念
（N

otion

）

　

留
置
権
は
、
財
に
関
す
る
債
権
が
履
行
さ
れ
な
い
限
り
、
債
務
者

に
よ
っ
て
債
権
者
に
引
き
渡
さ
れ
た
財
、
又
は
、
債
務
者
に
帰
属
す

べ
き
財
の
返
還
を
停
止
す
る
権
利
を
債
権
者
に
付
与
す
る
。
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第
七
四
条
　
留
置
（D

étention

）

　

留
置
権
は
、
債
権
者
が
意
図
的
に
財
の
留
置
を
放
棄
し
た
と
き
か

ら
消
滅
す
る
。
た
だ
し
、
債
権
者
が
同
一
の
法
律
関
係
の
中
に
留
置

を
見
出
す
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
五
条
　
対
抗
（O

pposabilité

）

　

①
留
置
権
が
有
体
動
産
を
対
象
と
す
る
場
合
、
留
置
権
は
、
債
権

者
が
財
の
留
置
を
得
た
後
は
、
債
務
者
の
そ
の
他
の
債
権
者
及
び
財

に
つ
い
て
権
利
を
取
得
し
た
第
三
者
に
対
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

②
留
置
権
が
有
体
動
産
を
対
象
と
す
る
場
合
、
債
務
者
が
そ
の
財

を
留
置
権
に
供
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
と
債
権
者
が
想
定
し
得
た

こ
と
を
条
件
に
、
留
置
権
は
、
同
様
に
、
よ
り
古
い
権
利
を
有
す
る

第
三
者
に
も
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
六
条
　
質
権
（G

age

）

　

留
置
権
は
、
第
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
質
権
債
権
者
の
優
先
権

を
生
じ
さ
せ
る
。

（
本
稿
は
、
平
成
二
六
年
度
～
平
成
二
八
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

（
Ｃ
）「
新
た
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
に
お
け
る
動
態
的
な
担
保
取
引
法

秩
序
の
形
成
に
向
け
た
基
礎
理
論
の
構
築
」（
研
究
代
表
者
：
片
山
直

也
、
課
題
番
号
二
六
三
八
〇
一
二
六
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）


